
　　　　　　　主　　　文
１　第１審原告らの控訴及び請求の拡張に基づき，原判決主文二，三項を次のとお
り変更する。
（１）　第１審被告は第１審原告Ｐ１に対し，７９２万６２７７円及び本判決別紙
Ａの「賃金差額」欄記載の各金員に対する同「損害金起算日」欄記載の各日から各
支払済みまで年６パーセントの割合による金員を支払え。
（２）　第１審被告は第１審原告Ｐ２に対し，１３６７万２５８７円及び本判決別
紙Ｂの「賃金差額」欄記載の各金員に対する同「損害金起算日」欄記載の各日から
各支払済みまで年６パーセントの割合による金員を支払え。
（３）　第１審被告は第１審原告Ｐ３に対し，７５０万９４１８円及び本判決別紙
Ｃの「賃金差額」欄記載の各金員に対する同「損害金起算日」欄記載の各日から各
支払済みまで年６パーセントの割合による金員を支払え。
（４）　第１審被告は第１審原告Ｐ４に対し，１６３７万８０４２円及び本判決別
紙Ｄの「賃金差額」欄記載の各金員に対する同「損害金起算日」欄記載の各日から
各支払済みまで年６パーセントの割合による金員を支払え。
（５）　第１審被告は第１審原告Ｐ５に対し，１１５４万９７３９円及び本判決別
紙Ｅの「賃金差額」欄記載の各金員に対する同「損害金起算日」欄記載の各日から
各支払済みまで年６パーセントの割合による金員を支払え。
（６）　第１審被告は第１審原告Ｐ６に対し，１４４７万２４００円及び本判決別
紙Ｆの「賃金差額」欄記載の各金員に対する同「損害金起算日」欄記載の各日から
各支払済みまで年６パーセントの割合による金員を支払え。
（７）　第１審原告らのその余の請求（当審における請求の拡張部分を含む。）を
いずれも棄却する。
２　第１審被告の控訴及び仮執行の原状回復申立てをいずれも棄却する。
３　訴訟費用は，上告審で訴訟費用の負担を命じられた部分を除き，原審，差戻前
当審，上告審及び差戻後の当審を通じてこれを５分し，その３を第１審被告の負担
とし，その余を第１審原告らの負担とする。
４　この判決は１（１）ないし（６）項に限り，仮に執行することができる。
　　　　　　　事　　　実
第１　申立て
１　第１審原告ら
（控訴の趣旨）
（１）　原判決主文二項以下を次のとおり変更する（第１審原告らは，差戻前及び
差戻後の当審においていずれもその請求を拡張した。）。
（２）　第１審被告は第１審原告Ｐ１に対し，１２７１万７１８９円及びうち本判
決別紙一の番号１ないし６８の「賃金差額」欄記載の各金員について，同「損害金
起算日」欄記載の各日から平成４年１０月９日まで年６パーセント，平成４年１０
月１０日から各支払済みまで年１４．６パーセントの，うち同番号６９ないし７１
の「賃金差額」欄記載の各金員について，同「損害金起算日」欄記載の各日から各
支払済みまで年１４．６パーセントの，各割合による金員を支払え。
（３）　第１審被告は第１審原告Ｐ２に対し，２１０９万７９０７円及びうち本判
決別紙二の番号１ないし７０の「賃金差額」欄記載の各金員について，同「損害金
起算日」欄記載の各日から平成６年２月２５日まで年６パーセント，平成６年２月
２６日から各支払済みまで年１４．６パーセントの，うち同番号７１の「賃金差
額」欄記載の金員について，同「損害金起算日」欄記載の日から支払済みまで年１
４．６パーセントの，各割合による金員を支払え。
（４）　第１審被告は第１審原告Ｐ３に対し，１２６０万９５４５円及びうち本判
決別紙三の番号１ないし６９の「賃金差額」欄記載の各金員について，同「損害金
起算日」欄記載の各日から平成６年４月２日まで年６パーセント，平成６年４月３
日から各支払済みまで年１４．６パーセントの，うち同番号７０ないし７２の「賃
金差額」欄記載の各金員について，同「損害金起算日」欄記載の各日から各支払済
みまで年１４．６パーセントの，各割合による金員を支払え。
（５）　第１審被告は第１審原告Ｐ４に対し，２５１７万２０９７円及びうち本判
決別紙四の番号１ないし６９の「賃金差額」欄記載の各金員について，同「損害金
起算日」欄記載の各日から平成８年１月１４日まで年６パーセント，平成８年１月
１５日から各支払済みまで年１４．６パーセントの，うち同番号７０及び７１の
「賃金差額」欄記載の各金員について，同「損害金起算日」欄記載の各日から各支
払済みまで年１４．６パーセントの，各割合による金員を支払え。



（６）　第１審被告は第１審原告Ｐ５に対し，１８０５万５８５７円及びうち本判
決別紙五の番号１ないし７０の「賃金差額」欄記載の各金員について，同「損害金
起算日」欄記載の各日から平成８年１月２３日まで年６パーセント，平成８年１月
２４日から各支払済みまで年１４．６パーセントの，うち同番号７１の「賃金差
額」欄記載の金員について，同「損害金起算日」欄記載の日から支払済みまで年１
４．６
パーセントの，各割合による金員を支払え。
（７）　第１審被告は第１審原告Ｐ６に対し，２２７６万６８９２円及びうち本判
決別紙六の番号１ないし６８の「賃金差額」欄記載の各金員について，同「損害金
起算日」欄記載の各日から平成８年１１月１３日まで年６パーセント，平成８年１
１月１４日から各支払済みまで年１４．６パーセントの，うち同番号６９ないし７
１の「賃金差額」欄記載の各金員について，同「損害金起算日」欄記載の各日から
各支払済みまで年１４．６パーセントの，各割合による金員を支払え。
（８）　訴訟費用は第１，２審とも第１審被告の負担とする。
（９）　仮執行宣言（（２）ないし（７）につき）
（なお，第１審原告らの専任職及び給与辞令の発令の無効確認を求める請求部分
は，いずれも上告棄却により確定しており，また，Ｐ１を除く第１審原告らの労働
契約上の地位確認を求める請求部分についての訴えは，差戻前及び差戻後の当審に
おいていずれも取り下げられた。）
（第１審被告の控訴の趣旨に対する答弁）
（１）　第１審被告の控訴を棄却する。
（２）　控訴費用は第１審被告の負担とする。
（仮執行の原状回復の申立ての趣旨に対する答弁）
　第１審被告の当該申立てを棄却する。
２　第１審被告
（控訴の趣旨）
（１）　原判決主文二項を取り消す。
（２）　前項の部分につき，第１審原告らの請求をいずれも棄却する。
（３）　訴訟費用は，第１，２審とも第１審原告らの負担とする。
（第１審原告らの控訴の趣旨に対する答弁）
（１）　第１審原告らの控訴（当審における請求の拡張部分を含む。）をいずれも
棄却する。
（２）　控訴費用は第１審原告らの負担とする。
（仮執行の原状回復の申立ての趣旨）
　第１審被告に各金員の支払を命じた原判決が取り消され，第１審原告らの請求が
棄却されたときは，第１審被告に対し，第１審原告Ｐ１は５３７万２１２０円，第
１審原告Ｐ２は３５４万５８６０円，第１審原告Ｐ３は２８７万０５３０円，第１
審原告Ｐ４は１５９万円，第１審原告Ｐ５は１３２万６２８０円，第１審原告Ｐ６
は３２万５２００円及び各金員に対する平成５年３月３１日から支払済みまで年５
分の割合による金員を支払え。
第２　当事者の主張
　当事者の双方の主張は，次のとおり原審における主張を変更，追加し，差戻前及
び差戻後の当審における主張を付加するほかは，原判決事実摘示のとおりであるか
ら，これを引用する（た
だし，原判決１４丁裏３行目「貸金需要」を「資金需要」と，２３丁表８行目「６
５００円」を「６万５０００円」とそれぞれ改める。）。
（第１審原告ら）
１　第１審原告らの原審の主張の変更・追加
（１）　第１審原告Ｐ２は平成６年２月２５日に，同Ｐ３は同年４月２日に，同Ｐ
４は平成８年１月１４日に，同Ｐ５は同年１月２３日に，同Ｐ６は同年１１月１３
日に，それぞれ第１審被告を定年により退職した。
（２）　第１審原告Ｐ１
ア　平成元年１０月から平成２年３月までの定例給（月給）（本判決別紙一記載の
番号２７及び２８，３０ないし３３）につき，専任職発令・新専任職制度の適用を
受けたことにより削減された賃金と，その発令等がなかった場合の賃金との差額金
（これは，専任職制度の創設と改定のために昭和６１年及び昭和６３年に行われた
第１審被告の就業規則並びに就業規則の性質を有する給与規定及び役職制度運用規
定（以下，これらを合わせて「就業規則等」という。）の変更（以下「本件就業規



則等変更」という。）により削減された現実の賃金とその変更による削減がなかっ
た場合の計算上の賃金との差額金であり，賞与についても，その変更による削減と
考えるべきことは後記主張のとおりである。）を原審においては８万２２００円と
していた（原判決別紙３（一）（二））が，第１審被告は，この時期に，各従業員
に対し「コース別人事制度」導入に伴い，月額１５００円の本給調整を行っていた
ので，その間の定例給の差額金は，実際には月額８万３７００円であった。
イ　平成元年１２月支給の臨時給（賞与）の同差額金も，原審主張の５３万０１６
０円（原判決別紙３（一）（二））ではなく，前記本給調整金１５００円の３００
パーセント（原判決別紙２）である４５００円増加し，５３万４６６０円の差額と
なる（本判決別紙一記載の番号２９）。
ウ　第１審被告の給与規定によれば，賞与については，支給対象期間（６月支払の
上期分は前年１０月１日から当年３月３１日まで，１２月支払の下期分は４月１日
から９月３０日まで）の途中で退職した場合，次の支給日に日割計算で支払われる
こととなっており，第１審原告Ｐ１は平成４年１０月９日に定年退職し，平成５年
６月１０日に臨時給として８万１３９９円の支払を受けるべきところ，２万９７３
０円の支払を受けたので，本判決別紙一番号７１記載のとおり５万１６６９円の削
減を受けた。
エ　以
上のとおり，原審主張よりも合計６万５１６９円の差額金増加となる。
（３）　第１審原告Ｐ２
ア　平成元年１０月から平成２年３月までの定例給（本判決別紙二記載の番号９及
び１０，１２ないし１５）につき，専任職発令・新専任職制度適用により削減され
た賃金と，その発令等がなかった場合の賃金との差額金を原審においては１１万０
２００円としていた（原判決別紙４（一）（二））が，第１審被告は，前記のとお
りこの時期に前記事情で月額１５００円の本給調整を行っていたので，その間の定
例給の差額金は実際には，月額１１万１７００円であった。
イ　平成元年１２月支給の賞与の同差額金も，原審主張の６７万５２８０円（原判
決別紙４（一）（二））ではなく，前記本給調整金１５００円の３００パーセント
（原判決別紙２）である４５００円増加し，６７万９７８０円の差額となる（本判
決別紙二記載の番号１１）。
ウ　原審で請求した翌月の平成４年４月から定年退職した平成６年２月までの間
に，専任職発令・新専任職制度適用により本判決別紙二番号４４ないし７０記載の
とおり合計１０２１万２８００円の賃金等の削減を受けた（その明細は本判決別紙
１記載のとおり）。
エ　また，平成６年２月２５日に定年退職し，前記（２）ウにより平成６年６月１
０日に賞与として１３１万９９４５円の支払を受けるべきところ，４３万２６７８
円の支払を受けたので，本判決別紙二番号７１記載のとおり８８万７２６７円の削
減を受けた。
オ　以上のとおり，原審主張よりも合計１１１１万３５６７円の差額金増加とな
る。
（４）　第１審原告Ｐ３
ア　平成元年１０月から平成２年３月までの定例給（本判決別紙三記載の番号７及
び８，１０ないし１３）につき，専任職発令・新専任職制度の適用により削減され
た賃金と，その発令等がなかった場合の賃金との差額金を原審においては３万８９
００円としていた（原判決別紙５（一））が，第１審被告は，前記のとおりこの時
期に，前記事情で月額１５００円の本給調整及び月額３０００円の「役職手当調
整」（係長の場合月額３０００円）を行っていたので，その間の定例給与の差額金
は実際には月額４万３４００円であった。
イ　平成元年１２月支給の賞与の同差額金も，原審主張の３７万０５５０円（原判
決別紙５（一）（二））ではなく，前記本給調整金１５００円の３００パーセント
（原判決別紙２）である４５００円増加し，３７
万５０５０円の差額となる（本判決別紙三記載の番号９）。
ウ　原審で請求した翌月の平成４年４月から定年退職した平成６年４月までの間
に，専任職発令・新専任職制度適用により本判決別紙三番号４２から７０記載のと
おり合計６５１万３２００円の賃金等の削減を受けた（そのうち平成４年４月から
平成６年３月までの差額金６３７万０４００円の明細は本判決別紙２（一）記載の
とおり）。
　なお，同番号７０について，第１審被告の給与規程によれば，定年及び死亡退職



の場合は，退職発令にかかわらず当月分は全額支給することとなっており，給与支
払日（毎月２１日）前に退職した場合には上記支払日に当月分全額が支払われるこ
とになっているので，平成６年４月２日に定年退職した第１審原告Ｐ３は，同月２
１日に４２万２３００円の定例給の支払を受けるべきところ，２７万９５００円の
支払を受けたので，１４万２８００円削減されたこととなる（本判決別紙２
（二））。
エ　第１審原告Ｐ３は，前記のとおり定年退職したが，前記（２）ウにより平成６
年６月１０日に賞与として１３３万４４００円の支払を受けるべきところ，５６万
９０００円の支払を受けたので，本判決別紙三番号７１記載のとおり７６万５４０
０円の削減を受けた（本判決別紙２（二））。
オ　また，平成６年１２月９日に賞与として１万１０６７円の支払を受けるべきと
ころ，４５５２円の支払を受けたので，本判決別紙三番号７２記載のとおり６５１
５円の削減を受けた（本判決別紙２（二））。
カ　なお，原審において，平成元年６月の賞与の差額を４万円としていた（原判決
別紙５（一）（二））が，同賞与は，専任職発令前の昭和６３年１０月から平成元
年３月までが支給対象なので誤りであり，本判決別紙三番号２記載のとおり差額は
ない。
キ　以上のとおり，原審主張よりも合計７２７万６６１５円（前項カの金額を控除
した残額）の差額金増加となる。
（５）　第１審原告Ｐ４
　原審で請求した翌月の平成４年４月から定年退職した平成８年１月までの間に，
専任職発令・新専任職制度適用により本判決別紙四番号１７から７０記載のとおり
合計２０６８万３０００円の賃金等の削減を受け，さらに前記（２）ウにより，上
記退職後の平成８年６月１０日に支払を受けた賞与につき，同番号７１記載のとお
り６４万７６３０円の削減を受けた（以上の差額金合計２１３３万０６３０円。そ
のうち平成４年４
月から平成７年３月までの差額金の明細は本判決別紙３（一）（二）記載のとおり
であり，その後の平成７年４月以降の差額金合計５５５万６０３０円の明細は本判
決別紙６記載のとおりである。）。
（６）　第１審原告Ｐ５
　原審で請求した翌月の平成４年４月から定年退職した平成８年１月までの間に，
専任職発令・新専任職制度適用により本判決別紙五番号１７から７０記載のとおり
合計１４８３万８０００円の賃金等の削減を受け，さらに前記（２）ウにより，上
記退職後の平成８年６月１０日に支払を受けた賞与につき，同番号７１記載のとお
り５３万４４８３円の削減を受けた（以上の差額金合計１５３７万２４８３円。そ
のうち平成４年４月から平成７年３月までの差額金合計１１２９万３４００円の明
細は本判決別紙４（一）（二）記載のとおりであり，その後の平成７年４月以降の
差額金合計４０７万９０８３円の明細は本判決別紙７記載のとおりである。）。
（７）　第１審原告Ｐ６
　原審で請求した翌月の平成４年４月から定年退職した平成８年１１月までの間
に，専任職発令・新専任職制度適用により本判決別紙六番号５から６９記載のとお
り合計２０８０万０５６７円の賃金等の削減を受け，さらに前記（２）ウにより，
上記退職後の平成８年１２月１０日に支払を受けた賞与につき同番号７０記載のと
おり１１０万５３００円，翌平成９年６月１０日に支払を受けた賞与につき同番号
７１記載のとおり２５万５８２５円の削減を受けた（以上の差額金合計２２１６万
１６９２円。そのうち平成４年４月から平成７年３月までの差額金合計１３３７万
１８６７円の明細は本判決別紙５（一）（二）記載のとおりであり（明確な計算違
いがあるので訂正。），その後の平成７年４月以降の差額金合計８７８万９８２５
円の明細は本判決別紙８記載のとおりである。）。
（８）　したがって，第１審原告らの各専任職発令時から各退職時（ただし，賞与
等について，退職後に支払われたものもあることは前記のとおりであり，それを含
む。）までの賃金差額金総合計は，本判決別紙一ないし六記載のとおり（そのうち
賞与の差額金の支給算式については別紙七記載のとおり）であって，第１審原告Ｐ
１については１２７１万７１８９円，第１審原告Ｐ２については２１０９万７９０
７円，第１審原告Ｐ３については１２６０万９５４５円，第１審原告Ｐ４について
は２５１７万２０９７円，第１審原
告Ｐ５については１８０５万５８５７円，第１審原告Ｐ６については２２７６万６
８９２円である。



（９）損害金の請求について
ア　第１審原告らに対する定例給及び賞与（臨時給）の支払日は，本判決別紙一な
いし六の各「支払日」欄記載のとおりであるから，第１審被告は第１審原告らに対
し，同別紙記載の各賃金差額について，同各「損害金起算日」欄記載の各日から支
払済みまで遅延損害金を支払う義務があるところ，法人が労働者と締結する雇用契
約は反証なき限りその営業のためにするものと推定されるので，第１審被告と第１
審原告らとの間の雇用契約に基づく賃金債務の遅延損害金の利率は，商事法定利率
年６分によるべきである。
イ　また，賃金の支払の確保等に関する法律６条１項，同法施行令１条によれば，
退職した労働者に係る賃金の全部又はその一部をその退職の日（退職の日後に支払
期日が到来する賃金にあっては，当該支払日）までに支払わなかった場合には，当
該労働者に対し，当該退職の日（当該支払日）の翌日からその支払をする日までの
期間について，年１４．６パーセントの遅延利息を付すべきことを定めている。
ウ　したがって，第１審被告は第１審原告らに対し，本判決別紙一ないし六記載の
各賃金差額について，同記載の各支払日の翌日から退職の日までは商事法定利率年
６パーセント，退職の日（退職後に支払われた賞与等については当該支払日）の翌
日から支払済みまでは年１４．６パーセントの各割合による遅延損害金の支払義務
がある。
（１０）　よって，第１審原告らは第１審被告に対し，前記（８）記載の各金員と
そのうち本判決別紙一ないし六記載の各賃金差額について，前記（９）ウ記載のと
おりの遅延損害金の支払を求める。
２　第１審原告らの当審における主張及び第１審被告の後記主張に対する反論
（１）　本件上告審判決（本件差戻前の控訴審判決に対する上告審判決）によれ
ば，本件就業規則等変更のうち賃金減額の効果を有する部分は第１審原告らに対し
てその効力を有しないと解すべきところ，無効な賃金減額の具体的内容は，①業績
給の削減並びに役職手当及び管理職手当の不支給（専任職手当で補てんされている
部分を除く。），②賃金の昇給部分については，本件就業規則等変更がなければ支
給されたと認められる額の限度，③賞与については，本件就業規則等変更により賃
金が削減された結果賞与支給額が減額されたと認められる
額の限度である。したがって，管理職手当の支給停止が本件就業規則等変更による
賃金の減額に該当しないとか，本件専任職制度で満５５歳到達時以降の基本給（本
給と業績給）を，満５４歳末時点の基本給をもって凍結したことによる，５５歳到
達時以降の昇給額が本件就業規則等変更による賃金の削減に含まれないという第１
審被告の主張は，差戻前の控訴審判決を破棄した本件上告審判決の拘束力を無視す
るものであって許されない。
（２）　第１審被告は，第１審原告らが専任職発令・新専任職制度の適用がなかっ
た場合の賃金につき，第１審原告らが専任職の発令を受けず，かつ標準の勤務査定
を受けたと仮定した場合の第１審原告らの賃金額を算出し，現実に支払を受けた賃
金との差額を算出して請求したところ，第１審被告は，原審及び差戻前の当審にお
いて，標準査定を争っただけでその金額を認めており，差戻前の当審までに請求し
た分の差額金の額については自白が成立しているというべきであるから，それが錯
誤に基づくことを立証しなければその撤回は許されない。
　したがって，差戻後の当審での審理の対象は，①第１審原告らが差戻後の当審で
主張を変更・追加した分，②第１審原告らが標準査定を受けた蓋然性，③賞与の支
給率削減の効力に限られるべきである。
（３）　ところで，業績給の査定昇給について，第１審被告は，当然に標準の査定
による昇給額が認められるべきものではなく，むしろ査定は最低ないしこれに近い
ものとすべきであると主張し，その根拠として，専任職移行者の職務が質・量とも
に軽減された業務に従事していることをあげているが，本件上告審判決は，賃金削
減を正当化するに足りるほどの職務の軽減が現実に図られているとは言えないと明
確に判示しており，第１審被告の主張はその前提を欠くものである。
（４）　また，業績給の昇給は，第１審被告も認めているように，人事考課に基づ
き「査定昇給表」により行う旨給与規程に定められており（乙２の３の給与規程２
０条），その査定は，昭和６３年まではＳ，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの５段階，平成元年度
以降は５から１までで，そのうち３についてはこれを上，中，下と分ける７段階で
あり，最低段階の査定に対しては昇給ゼロとされているところ，第１審原告らのよ
うに専任職への発令を受けた行員は現実には査定を受けていない。そして，人事考
課規程（甲１２０の２）に考課期間は毎年１月１日か



ら１２月３１日と定められていて，考課期間外の事実をもって考課しないとされて
おり，専任職発令前の査定がどうであれ影響を及ぼすことはないのである。
　そして，会社の責めに帰すべき事由で査定されなかった場合には，特段の事情が
ない限り，賃金協定に定められた平均賃金配分額をもって，査定が行われていたな
らば受けるべきであった賃金額とするのが最も合理的で，かつ客観的にも可能と解
されるのであり，本件においても，標準査定により業績給を算定すべきである。
（５）　賞与の支給率について
　賞与の支給率の削減が本件専任職制度の導入と不可分の関係にあることは第１審
被告の主張に照らしても明らかなところ，本件上告審判決のいう「本件就業規則等
変更」とは「専任職制度の創設と改定」を指し，専任職の賞与の削減は，この「専
任職制度の創設と改定」として行われたものであるから，賞与の支給率及び業績メ
リット（α）の削減も，本件就業規則等変更のうち賃金減額の効果を有する部分」
に該当する。
　なお，専任職制度の導入以前の，一般職員と専任職との間で格差がなかった賞与
の支給率は甲１３５号証のとおりであるところ，第１審被告は，専任職制度導入
後，従組の異議を無視して第１審被告回答のとおり賞与を支給し，現在に至ってい
るものである。
（６）　賞与のうち業績メリット（α）の削減について
　賞与は（基本給＋家族手当）×３００パーセント＋αの算式で算出されるべきと
ころ，賞与の削減は，積算の基礎となる基本給の減額や３００パーセントから２０
０パーセントへの賞与支給率の削減に止まらず，業績メリット部分の削減が削減額
全体のなかで大きな割合を占めている。例えば，第１審原告Ｐ１の昭和６３年６月
の賞与の削減額３２万０７８０円のうち業績メリット削減額は１８万５０００円で
５７パーセント，第１審原告Ｐ２の平成元年１２月の賞与の削減額６７万９７８０
円のうち業績メリット削減額は４１万５０００円で，６１パーセントをそれぞれ占
めている。
　この業績メリットは，個人業績と店舗業績の２つの要素からなり，個人業績は，
役職区分毎にＳ，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの５段階に勤務査定され，Ｃ以上について査定に
従って額が決められており，店舗業績については，Ｓ，Ａの査定の店舗に属した場
合にのみ，役職に応じて支給される。一般行員の場合，個人業績がＢ，Ｃ評価の者
にもメリット配分されるが，専任職の場合には，Ｓ
又はＡの評価の場合でなければ支給されない。
　平成元年以降は，前記（４）記載のとおり改正され，標準査定が「３中」となっ
たところ，一般行員の場合は，「２」の査定以上の者（ただし，平成６年６月以降
は「１」の査定の者にも支給されるようになった。）にも個人業績分が支給される
が，専任職の場合には，「５」又は「４」の査定でなければ支給されない（ただ
し，平成６年６月以降は「３」の査定の場合も支給されるようになった。）。
　ところで，第１審原告らの専任職発令時の役職区分は，第１審原告Ｐ１は代理，
第１審原告Ｐ２は課長，第１審原告Ｐ３は係長，第１審原告Ｐ４は課長，第１審原
告Ｐ５は代理，第１審原告Ｐ６は調査役であったが，前記（４）のとおり，専任職
に対する査定がなされていないので，標準査定を採用するしかないというべきであ
るから，第１審原告らの査定は，標準査定の「Ｂ」又は「３中」とすべきである
（店舗業績については，立証できないため，第１審原告らの請求額の算定において
これを考慮していない。）。
　以上の考えに基づく賞与の差額金の支給算式は別紙七記載のとおりである。
（７）　前記主張の本判決別紙一ないし六記載の差額金は，以上の第１審原告らの
主張に基づき，本件就業規則等変更による賃金の削減がなかった場合の計算額と現
実の支給額との差額を算出したものである。
３　仮執行の原状回復申立て理由に対する認否
　申立て理由（１）の事実は認める。
（第１審被告）
１　第１審原告らの原審の主張の変更・追加に対する認否・反論
（１）　第１審原告らの原審の主張の変更・追加の項の（１）の事実は認める。
　同（２）ないし（８）の事実のうち，平成元年１０月から平成２年３月までの
間，第１審被告が専任職以外の各従業員に対して月額１５００円の本給調整を行っ
たこと，支給対象期間の途中で退職した場合の賞与につき，第１審被告の給与規定
では，次の支給日に日割計算で支給する定めとなっていること，第１審原告Ｐ１が
定年退職後の平成５年６月１０日に２万９７３０円の賞与支給を受けたこと，第１



審原告Ｐ３が定年退職後の平成６年４月２１日に２７万９５００円の定例給の支給
を受けたことは認めるが，その余はすべて争う。
　第１審原告Ｐ２が平成６年６月１０日に支給された賞与は４２万５３６４円，同
Ｐ３が同年１２月９日に支給された賞与は４４７２円，同Ｐ６が平成４年６月に支
給された賞与は
９１万８７３３円である。
　第１審原告らが主張する請求金額は，本件就業規則等変更による第１審原告らの
賃金の削減と認め得る金額とはいえない。すなわち，定例給については，主として
新専任職制度の結果である基本給（本給と業績給）の凍結は賃金の削減にあたらな
いし，賞与については，本件上告審判決が「本件就業規則等変更により賃金が削減
された結果賞与支給額が減額されたと認められる限度」として，賞与支給率の２０
０％を前提としているのであるから，これらに反した計算に基づく金額を基礎とし
たその差額計算は認められない。また，定期昇給において標準査定を受けたとして
いるのも全く根拠を欠くものである。
（２）　同１（９）の事実のうち，定例給及び賞与（臨時給）の支払日は認める
が，その余は争う。
　特に，１４．６パーセントの損害金の請求については，賃金の支払の確保等に関
する法律６条２項に，「前項の規定は，賃金の支払の遅滞が天災地変その他のやむ
を得ない事由で厚生労働省令で定めるものによるものである場合には，その事由の
存する期間について適用しない。」と定め，同法施行規則６条４号に，そのやむを
得ない事由の一として「支払が遅滞している賃金の全部または一部の存否に係る事
項に関し，合理的な理由により，裁判所または労働委員会で争っていること」と定
めているところ，本件の場合はまさに同号に該当するというべきであるから，第１
審原告らの当該遅延利息の請求は理由がない。
２　第１審被告の当審における主張
（１）　基本給の減額の範囲について
　本件上告審判決の趣旨からすると，基本給（本給と業績給）に関しては，第１審
原告ら各人の専任職発令時の基本給額が維持・凍結されている限度で本件就業規則
等変更の合理性が認められてしかるべきであるが，百歩譲ってもその変更による賃
金の削減と認められる金額は，ベースアップによる基本給表書換えの限度を超える
ものではない。ちなみに，第１審原告ら各人の専任職発令時の基本給額及びその後
の各本給・業績給のベースアップによる書換え額は，本判決別表一記載のとおりで
ある。
　仮に，本件上告審判決のいう「賃金の削減」とは基本給（業績給）について定期
昇給を認めなかった結果をも含むものだとしても，当然に標準の査定による昇給額
が認められるべきものとはいえず，むしろ査定は最低ないしこれに近いものとすべ
きである。というのは，第１審原告らは
専任職発令により，質・量ともに軽減された業務に従事しているからである。
　したがって，仮に専任職発令以前に標準の査定を受けていたとしても，専任職発
令後には標準の査定基準に達しないことは勿論のこと，専任職発令以前において標
準に達しない査定を受けていた者については，当該職階ないし役職における査定基
準の最低かそれに近い査定を受けたものとみなすのが道理である。
　ところで，業績給昇給の査定については，第１審原告ら主張のとおりであって，
最低段階の査定に対しては昇給ゼロとされているところ，先の考え方によると，第
１審原告Ｐ３及び同Ｐ５はそれぞれ「１」（いずれも平成元年度以降），その余の
４名の第１審原告らはいずれも「Ｃ」（第１審原告Ｐ１については昭和６３年度の
み）ないし「２」（平成元年度以降）と査定するのが妥当であり，その結果として
の各人の想定し得る業績給の定期昇給額は，別表二記載のとおりである。
（２）　手当の減額について
　本件専任職制度により，満５５歳に達すると管理職階又は監督職階から専任職階
に移行し，役職手当及び管理職手当の支給がなくなり，その代わりに専任職手当が
支給されることになったところ，この専任職手当もその後廃止されたが，本件専任
職制度導入による役職手当と専任職手当の差額部分が「賃金減額の効果を有する部
分」に該当することは争わないものの，管理職手当の支給停止は，管理職手当が管
理職の職責を果たすことに対して支払われるものである以上当然のことであり，管
理職から外れることは，本制度を待たなくても人事権の行使として行い得るから，
管理職手当不支給による減額分は，本件就業規則等変更による賃金の減額には該当
しない（なお，本件新専任職制度による５年間の移行措置を設けた専任職手当の廃



止がなかったとした場合に，第１審原告ら各人が専任職発令時に支給されるべきで
あった各自の役職に対応する専任職手当額は，本判決別表三記載のとおりである。
ただし，第１審原告Ｐ１については，昭和６２年１１月１日専任職発令時に現実に
支給された額である。）。
（３）　賞与（臨時給）の減額について
　本件上告審判決によれば，賞与については，本件就業規則等変更により賃金が削
減された結果賞与支給額が減額されたと認められる額の限度でのみ，その支払を求
める第１審原告らの請求には理由があるとされているのであるから，賞与支給率の
変更は，本件就業
規則等変更による賞与の減額を算定するにあたって考慮されるべきものではない。
　ところで，専任職に対する賞与支給率は，昭和６３年度から毎年２０パーセント
ずつ逓減し，平成４年度以降は２００パーセントとなっているので，このような支
給率に基づき，基本給を対象とした算定基礎額の削減により減額となった賞与の計
算額は，本判決別表四ー１（同別表一記載の基本給を基礎額としたもの），もしく
は同別表四ー２（同別表一記載の基本給額に同別表二記載の業績給の定期昇給額を
加算した額を基礎額としたもの）記載のとおりである。
　なお，前記別表においては個人メリットは考慮していない。それは，賞与支給額
の算式に設けてある個人メリットは，役職別・業績別に定められていて，役職制度
の適用及び業績の発揮が前提とされており，専任職移行者にはあてはまらないから
である。
（４）　本件就業規則等変更による賃金削減の合計額
　以上の第１審被告の主張に基づき，本件就業規則等変更による賃金の削減がなか
った場合の計算額と現実の支給額との差額を算出すれば，本判決別表五ー１（同別
表一記載の基本給額を基礎額として算出したもの），もしくは同別表五ー２（同別
表一記載の基本給額に同別表二記載の業績給の定期昇給額を加算した額を基礎額と
して算出したもの）記載のとおりである。
３　仮執行の原状回復申立ての理由
（１）　第１審被告は，仮執行宣言付の原判決に基づき，平成５年３月３０日，第
１審原告らに対し，前記当該申立ての趣旨記載のとおりの各金員（元金）を支払っ
た。
（２）　よって，当審において，第１審被告に前項記載の各金員の支払を命じた原
判決が取り消され，第１審原告らの請求が棄却される場合には，第１審被告は第１
審原告らに対し，民事訴訟法２６０条２項に基づき，仮執行の原状回復として，前
記支払済みの各金員の返還とこれに対する前記支払をなした日の翌日から支払済み
まで民法所定年５分の割合による損害賠償の支払を求める。
　　　　　　　理　　　由
第１　請求原因１ないし３及び５（当事者の地位，第１審被告の定年制，本件各専
任職制度の提案と実施），同４のうち，第１審原告Ｐ１に対し昭和６１年５月１日
に実施された当初の専任職制度に基づく専任職への発令があったこと，同６のう
ち，第１審原告Ｐ１に対し昭和６３年４月１日実施された新専任職制度に基づく給
与辞令の発令及びその余の第１審原告らに対し
専任職への発令があったこと，同７及び本判決の事実第２の１（１）（第１審原告
らの定年退職），以上の事実は当事者間に争いがない。
第２　就業規則等変更による当初の専任職制度及び新専任職制度導入の経過とその
内容並びに第１審原告らに対する実施状況について
１　当初の専任職導入に至る経過及び金融情勢について
　前記争いのない事実及び証拠（甲１ないし６，２８，３１の１ないし５，１０２
の２，３，乙１１ないし１３，１４の１ないし５，乙１５，１６の各１ないし３，
１８の２，３，２１の１ないし３，２２，３５の４，３９，４０，原審証人Ｐ７，
同Ｐ８，同Ｐ９，同Ｐ１０，当審証人Ｐ１１及び同Ｐ１２）並びに弁論の全趣旨に
よれば，次の事実を認めることができる。
（１）　第１審被告は，昭和５１年１０月１日，株式会社青和銀行（以下「青和銀
行」という。）と株式会社弘前相互銀行（以下「弘前相互銀行」という。）との合
併によって成立した銀行である。
　合併前の青和銀行の規模は，資本金８億円，預金量約１０００億円，従業員数約
６５０名，店舗数が３６店舗であり，当時の地方銀行６３行中，預金量の順位は６
１位であった。他方，合併前の弘前相互銀行の規模は，資本金２０億円，預金量約
２５００億円，従業員数約１５００名，店舗数が５２店舗であり，当時の相互銀行



７２行中，預金量の順位は２２位であった。
（２）　両行の合併の目的は，経営の効率化による企業体質の強化を目指したもの
であって，青和銀行においては，当時，地方銀行では急務とされていたオンライン
システムを単独で完成することは，その規模及び経営内容から大きな負担であった
ところ，弘前相互銀行では，７割方オンラインシステムが完成していたため，両行
が合併することにより費用負担の軽減を図ることができること，弘前相互銀行にお
いては，当時，相互銀行特有の高コストという体質が問題とされており，普通銀行
に転換してイメージアップを図ることにより，事業を拡大し，経営の効率化を図る
ことができること，合併により両行の店舗が競合する地区について店舗を統廃合
し，経費の削減と効率的な人事配置を図ることができること等の利点が考えられ
た。
　労働条件については，基本的にはいずれかよい方に調整するものとされ，定年制
については，青和銀行が５５歳定年制を採用していたのに対し，弘前相互銀行が昭
和２６年から６０歳定年制を採用していたため，
合併に当たっては，６０歳定年制を採用することになった。なお，地方銀行中で，
当時，６０歳定年制を採用していた銀行は４行に過ぎなかった。
（３）　第１審被告は，合併により，１０行ある東北地方銀行の中位行を目指すと
の目標を置いたが，昭和５１年下期から昭和６２年までの間の，銀行における経営
効率を示す各種指標は，原判決別紙９記載のとおりである。これによると，
ア　合併直後の昭和５１年下期の状態は，貸出金利回り，資金調達原価が全国の地
方銀行６３行の中で最高位にあるのに対し，経費率（預金残高に対する経費の比
率），その内訳である物件費率及び人件費率がいずれも最下位から２，３番目，行
員１人当たりの経常利益が最下位であり，行員１人当たりの預金量等平均残高が最
下位から７番目という水準であるのに，１人当たりの人件費の額は全国の地方銀行
の平均値と同額であって，高コスト・高利回りで収益力が弱いという企業体質が如
実に示されていた。
イ　昭和５２年から当初の専任職制度実施の前年である昭和６０年に至るこれらの
指標には，多少の順位の変動はあるものの，第１審被告の貸出金利回り，資金調達
原価，経費率（人件費率及び物件費率），行員１人当たりの預金量等平均残高，行
員１人当たりの経常利益については，全国の地方銀行中で最悪あるいはそれに近い
順位に低迷していた。
（４）　この時期の我が国の銀行が置かれていた金融情勢は，おおむね次のような
ものであった。すなわち，従前は，臨時金利調整法により金利が低い水準で規制さ
れていたため，銀行は，預金さえ集めれば利益を生むことができたところ，昭和５
０年代後半に入ると，低成長経済の影響で企業からの資金需要が減退するととも
に，企業が自己金融力の強化を図るようになったため，貸出金の伸び率は以前の半
分程度に止まるようになった。また，法人からの預金も伸び悩む一方で，個人の預
金も金利の高い郵便貯金に流れたため，預金の伸びも鈍化し，それまでは第１審被
告において２桁台の預金の対前年増加率を示していたものが，３パーセント程度に
止まるようになった。
　さらに，企業の経営悪化に伴い貸出資産の内容が悪化し，その結果として銀行の
収益力も低下し，また，国債等の大量発行に伴い，国債を媒体とした金融取引を開
始した証券会社に企業の資金が流れるようになり，それに対抗するため，昭和５４
年には臨時金利調整法で規制されない譲渡性預金
（ＣＤ）が創設され，預金金利の自由化が始まった。その後，昭和５６年に証券会
社の中期国債ファンドや郵便局の定額貯金に対抗するために，銀行独自の預金とし
て一般定期預金よりは利率の高い期日指定定期預金が，昭和６０年には市場金利連
動型預金（ＭＭＣ）が創設され，金融の自由化は拡大の一途をたどった。
（５）　第１審被告においては，合併から１年を経過した昭和５２年１０月，人事
部長を委員長とする人事部スタッフと営業店長等から成る「みちのく銀行人事制度
研究会」（以下「人事制度研究会」という。）を発足させ，金融環境が厳しい中で
の新しい銀行に相応しい人事制度及び賃金体系のあり方について検討を行った。昭
和５３年９月には大綱の答申がされたが，これはその後「２１世紀への飛翔」とし
て公表され，全行員に配布された。それによると，第１審被告においては，昭和５
２年４月の段階では，４０歳以下の男子行員が８９６人であるのに対し，４１歳以
上の行員が５３９人であったが，毎年２０人の新規採用があると仮定すると，１０
年後の昭和６２年４月には，４０歳以下の男子行員６１２人に対し，４１歳以上の
行員が８８７人となり，中高年層が厚くなると予想され，このような人材構成の高



齢化に従い，現行役職制度の下で，働きに応じた公正な処遇をしようとすればする
程，役職経験者が加速度的に増え続け，その結果，管理職の肥大化現象が顕著とな
ってくること，現行の賃金体系は基本的には年功序列型賃金体系であるので，行員
各層個々人の働きに応じた公正な賃金配分という面で大きな壁に突き当たり，５年
後には約２億７０００万円，１０年後には約５億３０００万円の人件費が増加し，
第１審被告にとって大きな負担となること，さらに，人材構成の高齢化は活動力の
面での低下が否めず，従業員にとっても役職者が多過ぎて，本来的な役職者として
の仕事が与えられず，その結果，行うべき仕事がないためモラルが低下することが
懸念されること等の問題点が指摘されている。
　そして，このような問題を解決するために，他行に比較して低い女性比率を増や
し，男女構成比の改善に取り組むことにより，人件費の負担軽減を図るのみなら
ず，組織あるいは資格制度を見直すことが必要であり，賃金構造について本給と職
能給に分けて，本給については年齢別に５０歳までは定期昇給とし，職能給につい
ては職階別に考課による査定昇級とする，管理職
手当についても整理することなどの提言がされている。
（６）　その後の検討過程は次のとおりである。
ア　この人事制度研究会で提起された問題をさらに具体的に検討するため，人事部
のスタッフと労組の執行委員から成る「みちのく銀行労使専門委員会」（以下「労
使専門委員会」という。）が発足した。そして，昭和５４年１２月に出された答申
において，選択定年加算金制度を新設するとともに，現行の資格，役職，管理職の
三本体系を資格体系と役職体系にするとともに，専門職制度による新組織体系を新
設し，管理職定年制を導入すること，賃金体系については，人材構成の高齢化に伴
う下方硬直化を避け，より公平な賃金配分を行うとの観点から，先の人事制度研究
会の意見に沿った改正をすることを提案した。
イ　第１審被告は，前記のような労使専門委員会の答申を受けて，昭和５５年４月
から選択定年加算金制度を実施し，昭和５７年１月には役職制度運用規程を制定す
るとともに，給与規程を改定・実施した。
ウ　そしてさらに，昭和５７年３月，中高年対策問題にしぼって検討するため，人
事部のスタッフと労組執行部委員から成る「みちのく銀行中高年対策労使専門委員
会」を発足させた。同委員会は調査役以上の全行員を対象としたアンケート調査の
結果を踏まえ，昭和５８年１２月に答申を出した。この答申では，５年後の昭和６
３年４月には４４歳以下の男子行員より４５歳以上の男子行員の数が増え，１０年
後の昭和６８年４月には４５歳以上の中高年層の男子行員の割合が５４．１パーセ
ントになると予想し，企業活力の維持向上のためには，組織の活性化が不可欠であ
り，そのためには，５５歳程度を目処にした管理職定年制を導入し，管理職定年時
以降の進路については専門職と専任職を新設していずれかに配置すること，管理職
定年時以降の賃金については基本給水準確保を前提としながら現行体系とは分離
し，担当する業務の実態を見ながら，新しい賃金体系の導入を図っていくこと，選
択定年加算金制度については適用開始年齢の引下げと乗率の引上げについて検討す
べきことなどを提言した。
エ　さらに昭和５８年６月，第１審被告は，経営課題である高コスト・高利回りと
いう体質から脱却するための方策の検討を目的として，経営者側からは専務取締役
ほか支店長クラス４名，労組側から執行委員長ら執行部役員５名から成る「経営体
質委員会」を発足させた。同委
員会は，様々な角度から問題を取り上げたが，検討状況をその都度「経営体質委員
会ニュース」として全行員に配布した。同年１２月２９日発行のニュースでは，第
１審被告の抱える問題として，中高年者層を中心とした人材偏在化があるとした上
で，「人材の高齢化は，現行賃金制度上総額人件費の増加はもとより，世代間の賃
金配分の偏在化といった形をとりながら，行員処遇と行員モラールに大きな影響を
与える。」「資金量拡大が，今日の経済環境下で大幅な増加が期待できないことを
考えあわせると，高齢化への的確な対策をせず人件費の制度的累増を招くことは，
体質強化に向けての全役職員の努力を無にすることになりかねない。」とし，その
対応策を模索していく必要がある旨の記事が掲載されている。
（７）　以上のとおり，第１審被告は，各種研究会，委員会を通じて第１審被告の
経営上の問題や対策等を検討してきたが，昭和５０年代末に至っても，人件費率が
他行に比して際立って高いという体質は改善されておらず，人材構成の高齢化に伴
う人件費配分の是正は避けて通れないものと判断し，昭和６０年３月２３日，労組
に対し，「体質強化のための人事諸施策」として，５５歳到達時以降の賃金水準は



他行なみ（５４歳時の賃金の４０ないし５０パーセントとする。）にしたいとの第
１審被告の考え方を示し，協力を要請した。また，第１審原告らが属する従組に対
しても，同年４月２日の団体交渉において，同様の説明をし，協力を求めた。
　これに対し，労組は，前記提案について，組織内部で検討を重ね，昭和６１年１
月２０日の労使協議会において，「５５歳時点で賃金据え置き」「許容できる賃金
の削減幅は２０～３０パーセントが限度」などの修正意見を出した。他方，従組に
おいては，５５歳以上の行員の賃金体系等の変更について絶対反対であって，全面
撤回を求めるとの立場に終始し，内容に立ち入って是非を論ずるような状況ではな
かったため，第１審被告との間でも，具体的な意見交換がなされないまま経過し
た。
（８）　このような経過の後，第１審被告は，労組に対しては昭和６１年１月３０
日，従組に対しては同年２月３日，「年齢５５歳以上の賃金体系のあり方につい
て」と題する文書をもって修正の提案をした。その内容は，満５５歳以上の行員の
基本給を凍結し，満５５歳に達した管理職階者は，原則として翌月１日以降は別途
創設する専任職とし，従前
の役職から外れ，また，専任職の賃金は直前役職時の基本給に諸手当（直前職の管
理職手当・役職手当を除き，専任職手当を加える。）を加えたものとし，実施時期
を同年４月１日とするというものであった。そしてさらに，労組に対しては同年３
月３１日，従組に対しては同年４月３日，「体質強化のための人事諸施策につい
て」と題する書面をもって，具体案を提示した。
（９）　労組は，これを受けて内部で検討した上，第１審被告の前記提案を了承す
ることとし，同年４月２８日の労使協議会において，第１審被告の提案のとおり給
与体系を改定し，対象者を一般職行員とする当初の専任職制度を導入することを応
諾し，同日協定書に調印した。なお，同時に，第１審被告と労組間で選択定年加算
金制度を再制定すること，行員住宅融資制度について満５０歳以降はいつでも返済
額を減額し，６０歳定年時に残額を一括して返済することができる旨改定すること
なども合意された。これに対し，従組との間では，同年２月２５日及び同年３月２
７日に行われた団体交渉において前記問題が議題にあげられたが，実質的な議論に
至らず，同年４月３日の具体的提案後も前記の問題についての団体交渉が行われた
ものの，従組が専任職制度について反対の立場を貫いたため，結局，従組との間で
は合意の成立を見ないまま，同年５月１日から当初の専任職制度が実施された。
　なお，第１審被告において，昭和６２年３月当時，行員総数２０９５名であると
ころ，従組に所属する行員の数は２４名（１．１パーセント），労組に所属する行
員の数は１５６７名（７４．８パーセント）であった。
２　当初の専任職制度実施後の状況及び新専任職制度導入の経過等について
　前記争いのない事実及び証拠（甲２，８，９の１，２，甲１０ないし２４，３１
の１ないし３，８７，１０２の２，３，２０１，乙２の２，３，乙６ないし９の各
１，２，乙１０，乙１６，１７の各１ないし３，乙１８の２，乙２０，２２，２
３，乙４５，４６の各１，２，乙４７，４８，原審証人Ｐ７，同Ｐ８，同Ｐ９，同
Ｐ１０，当審証人Ｐ１１及び同Ｐ１２）並びに弁論の全趣旨によれば，次の事実を
認めることができる。
（１）　昭和６０年版大蔵省銀行局金融年報は，我が国の金融が構造的変化を遂げ
つつあるとし，「自由金利商品の拡大により金利の自由化が進むとともに，金融業
務が多様化し金融機関等の業際間の垣根も漸次低くな
るなど，金融の自由化は着実に進展しつつある。」と総括しているように，その年
には，市場金利連動型預金（ＭＭＣ）の発行枠の拡大や大口定期預金の金利自由化
が実施された。このような金利自由化の進展は，支払利息を増加させ，銀行の収益
を圧迫する要因として作用することが予想され，とりわけ，小口預金の比重が高い
地方銀行，第二地方銀行，信用金庫では，その影響を大きく受けることが予想され
た。
　他方，昭和５０年代後半から始まった銀行業務の自由化，金融市場の国際化の進
展の中で，国際的に銀行システムの安定性の向上を図り，国際的に活動している銀
行間の競争条件を平等なものとするため，銀行において自己資本比率規制の国際的
統一を図ることが必要であるとされ，昭和６２年ころからその検討が進められた。
その後の昭和６３年７月１５日には，バーゼル銀行規制・監督委員会において，自
己資本比率規制の国際的統一を図るための基本的枠組みが合意されている。そし
て，前記合意に基づいて，大蔵省は，同年１２月２２日付けの通達で，海外拠点を
有する銀行の自己資本比率を，平成５年３月末以降は８パーセント以上を目標とす



ると改めた。
　第１審被告は，昭和６２年１２月に東京証券取引所の第２部に，平成元年には同
取引所の第１部にそれぞれ上場したが，これは，自己資本を充実させるために，上
場により新たな資金調達の途を図ることを狙ったものである。
（２）　ところで，昭和６１年５月１日に実施された当初の専任職制度によって専
任職に発令されたものは約９７人であり，賃金の削減率は，年収７２０万円の場
合，ほぼ１０パーセント程度であった。昭和６２年１１月１日付けで専任職に発令
された第１審原告Ｐ１の場合，発令前の年収が７１９万７０００円であり，発令後
の年収が６５５万９２００円となった（この点は当事者間に争いがない。）のであ
るから，約８．９パーセントの削減である。しかしながら，同年９月の調査による
第１審被告の５５歳以上の従業員の賃金水準（年収）を，すでに定年延長をしてい
た同業他行（青森銀行，岩手銀行，東北銀行）及び東北地方銀行の平均値と比較す
ると，本判決別紙１０のⅠ表Ａ欄ないしＥ欄記載のとおりであって，当初の専任職
制度導入後も，第１審被告が非常に高い水準を維持していたことが明らかである。
また，同年度の年齢別人員分布を青森銀行，秋田銀行及び岩手銀行と比較したもの
が本判決
別紙１０のⅡ表ａであって，第１審被告における人材構成の高齢化が顕著である。
なお，５年後の平成４年（すなわち新専任職制度導入後）における年齢別人員分布
は，同表ｂのとおりであるが，その傾向に変化はなく，ことに５５歳以上の高齢層
比率が他行に比較して格段に高いことが明らかである。当初の専任職制度導入自体
による財政的な効果は，初年度で５８００万円程度であり，構造的問題の解決は，
先送りされていたという他はない。
　他方，前記原判決別紙９によって，その後の銀行の経営効率を示す諸指標を見る
と，第１審被告の昭和６１，２年度における貸出金利回り，資金調達原価とそのう
ちの預金利回り，経費率（人件費率，物件費率），行員１人当たりの預金量等平均
残高，行員１人当たりの経常利益については，合併以来１０年間のそれと比較し，
各項目とも多少の順位を上げてはいるものの，全国地方銀行中の順位は，依然とし
て最下位グループを低迷していたことが容易に看て取れる。これに対し，１人当た
りの人件費そのものは，昭和６１，２年度において，東北地方銀行はもとより，全
国の地方銀行の平均値と対比しても高額である。
　また，経常利益は，昭和６０年度が約３０億円，昭和６１年度が約４６億円と上
昇しているが，青森銀行には約２０億円の差をつけられており，しかも，総資金利
鞘が低いため，決して良好な経営体質とはいえない状況であった。
（３）　以上のような状況を踏まえ，第１審被告の経営者としては，当初の専任職
制度では十分でないと考え，その見直しを検討する必要に迫られた。そこで第１審
被告は，昭和６２年５月２８日，労組及び従組に対し，同年度の賃金引上げ等の要
求に対し，「５５歳以上の賃金水準のあり方を含む新賃金体系を再構築し来年度か
ら実施する」との条件を付けたうえで，賃金引上げ等について回答した。これに対
し，労組は前記回答を受け入れたが，従組は条件を付けることに応じなかったた
め，従組との間では前記条件を除いた形で賃金引上げについて合意された。その後
第１審被告は，同年７月下旬ころ，労組との間では労使協議会の場において，新し
い人事制度を作ることを話題にし，従組との間では団体交渉の席上，その旨の使用
者側の考え方を示した。
　そして，同年９月７日，第１審被告は，労組及び従組に対し，「人事制度の改定
について」と題する書面を交付し，コース別人事管理制度の導入を提案し，
その中で，当初の専任職制度を次のように改定したいと提示した。
ア　身分について
　満５５歳に達した一般職行員及び庶務職行員は，翌月１日付けをもって原則とし
て全員専任職体系へ移行する。
イ　給与について
①　専任職発令とともに，「業績給」を一律５０パーセント減額する。
②　専任職手当を廃止する。
③　賞与（年間）を次のとおりとする。
参事　（基本給＋家族手当）×４００パーセント
副参事（基本給十家族手当）×３５０パーセント
主査・主事・庶務職（基本給＋家族手当）×３００パーセント
ウ　昭和６３年４月１日から実施する。但し，当該者の生活プランを勘案し，５年
間の経過期間を置く。経過措置については，追って提示する。



エ　担当職務について，今回の処遇面の改定に際し，特に，次の点について徹底を
図ることとする。すなわち，専任職の職務については，５４歳までの職務経験，保
有能力を勘案し，自己完結型の特定業務又は専門的業務に従事させ，移行以前と全
く同じ仕事は与えないものとする。
（４）　前記提案の理由として，第１審被告は，「金融の自由化・国際化の進展に
伴い，経営環境は一大変革期を迎えている。この中で，銀行業務は必然的に高度
化・多様化の様相を呈しているが，かかる変革期にあって，当行が新たな前進をし
ていくためには，新しい時代に対応した新しい人事制度の構築が求められる。」と
し，「当行の場合，６０歳定年制の関係から高年者層への人件費の偏在化という構
造的課題がある。人員構成の高齢化に伴い，この傾向は年を追うごとに顕著とな
り，結果として総人件費を圧迫し，企業の発展と活力の中核を担う若手・中堅に対
する処遇が極めてバランスを欠いたものとなっている。一大変革期を迎え，それぞ
れの職務の役割期待がこれまでの延長線上にはない今日，年齢や勤続年数に基づく
年功的処遇は見直しを迫られている。」と説明している。そして，前記提案にかか
る賃金の減額幅については，これを完全実施した場合の賃金（年収）が別紙１０Ⅰ
表のＦ欄記載のとおりであって，これを東北地方銀行の平均値と比較すると，同表
Ｇ欄記載のとおりの開きがあり，第１審被告の方がなお３０パーセント以上の高水
準にあること，昭和６２年の青森県における全産業平均年収が約３６２万５０００
円であること（青森県経営者協会発表のもの），青森市における勤労者世帯の家計
消費支出額が約３２７万６０００円であり（大蔵省
青森財務事務所発表のもの），４人世帯の年間標準生計費が約２７９万０３６０円
であること（青森県人事委員会発表のもの）等に照らしても，５５歳以上の従業員
の賃金としては，決して遜色のないものであること等との判断によるものである。
（５）　これに対し，労組からは，労使協議会の席上等で質問や要望が出されたた
め，第１審被告は，同年１２月１８日，労組に対し，「『新人事制度に関する貴組
合からの質問事項』に対する回答並びに『新専任職制度についての追加提案』につ
いて」と題する書面を交付した。その中で，第１審被告は，専任職制度改定の理由
として，「ここ数年，当行では，定年６０歳に伴う高齢化が顕著になったにもかか
わらず，抜本的な構造改善を行わないままに，年々の賃金を実施してきた。この結
果，①１人当たり人件費では東北地銀のトップクラス，②５５歳以上の賃金は全国
でも例のない高い水準，③５４歳以下，とりわけ大きな役割期待が寄せられている
管理職や能力の進展が著しい係長代理クラスでは年収において格差が生じてきてい
る。最早こうした対応の仕方では，単にコストの面からばかりではなく，全体のモ
ラールという面からも限界に達しているというのが，今回の制度改定の理由であ
る。」と説明している。そして，この書面の中では，追って提示するとされていた
業績給５０パーセント減額と専任職手当の廃止についての移行措置について具体的
に提案されている。
　第１審被告は，同日，従組に対しても，「新専任職制度についての追加提案」と
題する書面を交付した。
（６）　さらにその後，第１審被告は，昭和６３年２月１２日，労組及び従組に対
し，修正の提案を行ったが，最終的に同年３月２３日，第１審被告と労組との間
で，満５５歳に達した一般職行員及び庶務職行員は，翌月１日付けをもって原則と
して全員専任職体系へ移行すること，専任職の基本給のうち業績給は原判決別紙２
「基本給」欄記載のとおり段階的に削減し，昭和６７年度以降は満５５歳時の５０
パーセントにすること，専任職手当も同じく「専任職手当」欄記載のとおり段階的
に削減し，昭和６７年度以降は廃止すること，賞与についても支給率を同じく「賞
与」欄記載のとおり段階的に削減し，昭和６７年以降は２００パーセントとするこ
と，そして以上のような新専任職制度を同年４月１日から実施することを合意し，
協定書に調印した。この協定書には，新専任
職制度実施に伴う代償措置として，次のような関連諸制度の改定又は新設の条項が
記載されている。
ア　選択定年加算金制度の改定
　選択定年加算金の支給算式（加算金額＝基本給×支給乗数）の支給乗数を現行よ
り５ないし１０ポイント引き上げる。
イ　行員特別融資制度の新設
　専任職行員の冠婚葬祭等に係わる出費に対し，その援助を目的として特別金利に
よるローンを新設したものであり，専任職行員は，３００万円以内の金員を，利息
年４パーセント，返済期間が５年以内という条件で第１審被告から借り受けること



ができる。
ウ　行員住宅融資制度の改定
　行員住宅融資制度の返済猶予の方法について，現行の規定に加えて，審査の上満
５５歳に達した者は融資残高について元金の返済を定年退職時に一括返済すること
もできるという規定を新設する。
エ　企業年金制度の改定
　専任職の賃金減額に伴い年金水準が低下するため，その補完を目的として，企業
年金に関して，年金額を月額６万５０００円（現行は６万円），掛金の銀行負担月
額を１万２３９０円（３１０円増），行員負担月額を２７００円（１８０円増）と
改定する。
（７）　これに対し，従組は，新しい専任職制度の実施にはあくまでも反対である
との立場を取り続けたため，結局，第１審被告と従組との間には新専任職制度につ
いての合意は成立しなかった。
（８）　以上のような経緯を経て，第１審被告は，昭和６３年４月１日，新専任職
制度を実施した。同時に改定作業が行われていたコース別人事管理制度が実施され
たのは，平成元年１０月１日である。
　なお，昭和６３年３月の段階において，第１審被告の行員数は２０１９名である
ところ，このうち労組に所属する行員が１４８２名（７３．４パーセント）であ
り，従組に所属する者が２３名（１．１パーセント）であった。
３　第１審被告の就業規則等とその変更について
　各専任職制度導入の経緯と背景事情については，以上見たとおりであるが，各制
度の導入は，第１審被告の就業規則等の変更（改定）を伴うものである。この点に
ついては，証拠（甲２０１，２１３ないし２３６の各１，２，乙１，２の各１ない
し３，３の１，２，乙５，１０，４４の１ないし３，原審証人Ｐ８）によれば，次
のとおり認められる。
（１）　第１審被告において，当初の専任職制度導入前の就業規則では，行員とは
第１審被告に勤務する職員（一般職行員，庶務職行員，雇い人，嘱託
，臨時雇用者及び試雇者）のうち，一般職行員，庶務職行員及び試雇者をいい，行
員の給与については，別に定める給与規程によるとされ，これに基づき「給与規
程」が定められている。また，就業規則上に明文はないものの，その性質上就業規
則の一部と認められるものとして，行員の処遇を適切かつ公正に行い，行員自らの
能力の開発を促進し，もって銀行の業績発展に資することを目的とする「役職制度
運用規程」が存在する。
（２）　前記役職制度運用規程によれば，職階とは，「職務を遂行するに必要な知
識技能など，職務遂行能力の共通性，類似性及びその程度によって職務をグルーピ
ングしたもの」をいい，職階を管理職階，監督職階，一般職階及び庶務職階に分類
する。管理職階は，専門知識と経験及び管理能力を有する組織単位の長又は次席の
職位で，具体的な職務は部店長，副部店長，次長，課長であり，監督職階は，一般
事務職の上位に位し，上位管理者の指示や基準規程に準拠し，下位の事務職担当者
の業務遂行作業を指導・点検・改善する職位で，具体的な職務は係長，主任であ
り，一般職階は，上位者の指導・監督のもとに定型的日常業務を反復遂行すること
を主要職務とする職位で，具体的な職務は営業係，融資係，渉外係であり，庶務職
階は，所属長の指導・監督のもとに一般的な銀行業務以外の作業及び事務を遂行す
ることを主要職務とする職位であり，具体的な職務は自動車運転手，電話交換手，
タイプ，用度係などである。
（３）　そして，役職制度運用規程においては，役職とは，「各職階の各職務を遂
行するために必要な能力の水準に基づき，能力基準の段階として設定したもの」を
いうとされ，一般職行員については，一般職職階にあるものが役職として事務職
（初級，中級，上級）に，監督職階にあるものが役職として主任，係長（初級，上
級）に，管理職階にあるものが役職として代理（初級，上級），調査役（初級，上
級），主任調査役（初級，上級）に，それぞれ分類され，庶務職階については，役
職として庶務職（初級，中級，上級）に分類され，各役職に対応する職務及び能力
との関係については「役職別職務職能基準書」のとおりとされている。
（４）　次に給与規程においては，行員の給与は，①本給と業績給とから成る基本
給，②主任以上の役職者に対して支給される役職手当，管理職を発令された者に対
し役職手当とともに支給される管理職手当，扶養
家族のある行員に対し支給される家族手当等から成る諸手当，③業績その他を勘案
して，支給額，支給日，支給方法についてはその都度定める賞与等からなると定め



られていた。
（５）　当初の専任職制度の実施に伴う就業規則等の変更（以下「本件第１次変
更」という。）は，次のとおりである。
ア　行員とは，第１審被告に勤務する職員（一般職行員，専任職行員，庶務職行
員，傭人，嘱託，臨時雇用者及び試雇者）のうち，一般職行員，専任職行員，庶務
職行員及び試雇者をいうと改定された。
イ　役職制度運用規程も改定され，職階を管理職階，監督職階，事務職階，庶務職
階の他に，専任職階を新設し，専任職階とは，「所属長が指示する特定の業務又は
専任的業務を遂行することを主要業務内容とする職位をいう」と定義し，その具体
的な職務については，「特定の集中業務，特殊債権の管理業務，特殊先の渉外業務
ほか」を行うものとした。また，役職について，前記の一般職行員と庶務職行員に
おける各分類のほか，専任職行員について，役職として専任職（その内容は主事，
主査，副参事，参事）を定めた。そして，一般職行員が満５５歳に達したときは，
原則としてその翌月１日をもって専任職に格付けするとし，その格付は直前の役職
により，①主任調査役・調査役が参事に，②代理が副参事に，③係長・主任が主査
に，④事務職が主事にそれぞれ移行する旨規定された。
ウ　給与規程も改定され，①満５５歳到達者の基本給は，当月末の基本給をもって
翌月１日で凍結する，②専任職に発令された者に対し専任職手当を支給するとし，
主査には，従前主任であった者には１万５０００円，係長初級であった者には２万
５０００円，係長上級であった者には２万６０００円が，副参事には３万円，参事
には４万円がそれぞれ支給されることになった。
（６）　新専任職制度の実施に伴う就業規則等と賞与の支給率等の変更（以下「本
件第２次変更」という。）は，次のとおりである。
ア　就業規則の文言上の変更はない。
イ　役職制度運用規程については，庶務職行員が専任職に格付けされるときは専任
庶務に移行する旨の規定が挿入された。
ウ　給与規程については，満５５歳到達者の業績給につき，当月支給額の５０パー
セント相当額とし，翌月１日から適用する，ただし，５年間の経過期間を設け，昭
和６３年度が９０パーセント，昭和６４年度が８０パーセント，昭和６５年度が７
０パーセ
ント，昭和６６年度が６０パーセントの支給率を適用するとした。また，専任職手
当については，専任職を発令された者に対し所定の手当を支給するとしたものの，
昭和６３年度から５年間で漸次減額し，昭和６７年度にこれを廃止する旨改定され
た。
　なお，平成元年に至って，前記コース別人事制度が実施され，第１審原告ら主張
のとおり，専任職以外には平成元年１０月から翌２年３月まで本給調整金や役職手
当調整金が支給されている。
エ　賞与については，給与規程では，「賞与の支給額，支給日，支給方法について
は，業績その他を勘案し，その都度定める」とし，「賞与額の決定にあたっては支
店業績に対する連帯責任としての『店舗業績』と個々人の職務責任遂行度による
『個人業績』の二つを考課基準とし，各々役職・専任職・管理職に応じ，メリット
支給する」としていて，文言上の変更はなく，「メリット支給」の基準となる考課
方法の定めにも変更はない。このように，賞与の具体的な支給額は，給与規程その
ものには定めがなく，銀行全体の業績と考課によりその都度決められるものとされ
ているが，従前の運用は［（基本給＋家族手当）×３００パーセント＋α（業績メ
リット）］の算式によって算出されていた。第１審被告は，新専任職制度の実施に
伴い，これを原判決別紙２「賞与」欄記載のとおり改めた。
　なお，専任職制度実施後も，各年の賞与の支給算式は，それまでと同じく毎年の
春闘における労組や従組の要求に対する回答の形式で第１審被告から示され，労組
との間ではその回答に従って労働協定が締結され賞与が支給されていたが，従組と
の関係では，上記回答に対して毎年従組から，専任職制度の実施に伴う賞与支給算
式の改定には同意できない旨昭和６１年１０月に第１審被告に通知済みであり，今
期の臨時給の支給算式についても継続交渉とし，今回のみの回答として受け取る旨
の通知がなされて，その回答の支給算式による賞与の支給がなされていた。
４　本件第１次変更及び本件第２次変更による第１審原告らに対する賃金削減額及
び専任職発令後の職務内容について
　（１）第１審原告らに対し各専任職の発令があったことは前記のとおりである
が，証拠（甲１１６，１１７，１２９の２，１３１の１，２，１４１の１ないし１



３，甲１８２の１，２，１８３の１，２，１８４ないし２００，２１３ないし２３
６の各１，２，原審第１審原告Ｐ１本人，当審同
Ｐ５本人）並びに弁論の全趣旨によれば，第１審原告らが，本件第１次変更及び本
件第２次変更により，各専任職の発令から各定年退職するまでの間に第１審被告か
ら受領した賃金額（定例給・賞与。定例給には専任職手当を含む。）及びこの間に
専任職発令がなく，したがって新専任職制度の適用を受けなかったと仮定した場合
に受領することができたはずの得べかりし賃金額（ただし，標準査定がなされたと
仮定した場合である。以下この賃金額を「得べかりし標準賃金額」という。）は，
それぞれ次のとおりである。
　すなわち，第１審原告Ｐ１については，原判決別紙３（一），（二）記載のとお
りである。ただし，前記第２の３（６）ウ認定のとおり，コース別人事制度の導入
により本給調整金１５００円の支給が前記認定の期間専任職以外の行員についてな
されており，これにより平成元年の賞与の支給額も４５００円増加していることか
ら，それだけ差額金が増加している。また，給与規程により同原告退職後の賞与支
給期に同原告主張のとおり賞与の差額支給を受けている。
　第１審原告Ｐ２，同Ｐ３については，原判決別紙４，５の各（一），（二）及び
本判決別紙１，２（一），（二）記載のとおりである。ただし，同原告らも，同別
紙記載よりも上記調整金分の差額金が増加する（同Ｐ３の場合はさらに役職手当調
整金月額３０００円分の差額が増加する。）こと，また，同原告らも退職後の賞与
支給期に賞与の差額支給を受けていることは，同原告ら主張のとおりである（な
お，第１審被告は，第１審原告Ｐ２の平成６年６月支給の賞与は４２万５３６４円
と，また，同Ｐ３の同年１２月支給の賞与を４４７２円と主張するが，いずれも同
原告らの主張金額が多く，その自認する金額に従った。）。
　その余の第１審原告らについては，原判決別紙６ないし８の各（一），（二），
本判決別紙３ないし５の各（一），（二）及び同６ないし８記載のとおりである
（当該原告らも，同別紙６ないし８記載のとおり退職後の賞与支給期に賞与の差額
支給を受けている。）。ただし，第１審原告Ｐ６が平成４年６月支給された賞与額
は，第１審被告主張のとおり９１万８７３３円とする（この金額に争いがなかった
ところ，同原告はその後８９万８７３３円と変更したが，その根拠が明確でないた
め）。
　以上認定の結果により，本件第１次変更及び本件第２次変更による第１審原告ら
に対する各賃金削
減額や同原告らの各賃金減額率（その全部が必ずしも本件就業規則等変更によるも
のではないことは，後記説示のとおり。）をまとめると，本判決別紙９記載のとお
りとなる。
　なお，本件訴訟の経過に照らすと，第１審被告は，第１審原告らがその受領した
各賃金を本件就業規則等変更により削減された賃金であるとしている点，標準査定
に基づいて差額賃金を算定している点を争っており，第１審原告ら主張の差額金に
ついて自白が成立したとは認められない。
（２）　次に第１審原告らの職務内容についてみると，前記争いのない事実及び証
拠（甲３８ないし４２，１３７，１３８，原審証人Ｐ８，同第１審原告Ｐ１及び当
審同Ｐ５各本人）並びに弁論の全趣旨によれば，次のとおり認められる。
ア　第１審原告Ｐ１
　専任職発令前は，β支店において出納（店頭混雑時における大口，複雑入出金等
の取引，渉外係集金及び貸付係などの取次，庶務係などの直接顧客に関係ない内部
発生の現金取引を扱う。）兼テラー（一般の窓口発生収支取引を扱う。）を担当し
ていたが，専任職発令後はテラーのみの担当となった。その後一時，出納兼テラー
の仕事に戻ったが，渉外係として集金を中心とした仕事になり，平成４年１０月定
年退職した。
イ　第１審原告Ｐ２
　専任職発令前は，β支店において営業課長の職にあり，専任職発令後１か月間
は，同支店において営業課長の職務の一部を代行するとともに検印事務の代行も行
っていたが，その後，δ支店に転勤となり，融資課長の下で融資業務を担当し，平
成６年２月定年退職した。
ウ　第１審原告Ｐ３
　専任職発令の前後を通じて，γ支店において出納業務を担当していたが，平成６
年４月定年退職した。なお，同支店は小規模店であって，出納業務の事務量自体，
さほど多くはなかった。



エ　第１審原告Ｐ４
　専任職発令前は，ξ支店において渉外課長の職にあったところ，専任職発令によ
り渉外課長から外され，同支店において渉外業務を担当していたが，２か月後にε
支店に転勤となり，同支店でも渉外業務を担当していた。そして，平成８年１月定
年退職した。
オ　第１審原告Ｐ５
　専任職発令前は，ζ支店において融資課長の下で（役職は代理），融資受付，延
滞手形期日管理などの各種管理業務，一部検印業務の代行を担当していたが，専任
職発令後は，検印代行の権限はなくなったものの，引き続き融資受付，各種管理業
務を担当し，平成５年に規模
の小さいθ支店に転勤となり，さらにその後，λ支店に転勤となり，渉外業務を担
当していた。そして，平成８年１月定年退職した。なお，ζ支店における担当業務
の項目は多岐に亘っているが，３，４年の融資実務の経験があれば，おおむねこな
していけるものである。
カ　第１審原告Ｐ６
　μ支店において，専任職発令の前後を通じて出納を担当しているが，専任職発令
後は，検印代行の担当からは外されていた。そして，平成８年１１月定年退職し
た。
５　専任職制度導入による人件費削減効果等について
　証拠（乙４５の１，２，４８，４９の１ないし４及び当審証人Ｐ１１）によれ
ば，専任職制度導入による人件費削減の効果は，年度により異なるが，完全実施さ
れた平成４年度には約１０億円に上ること，しかし，人件費そのものは昭和６２年
度の１３４億円から平成４年度の１４２億円に増加しており，その間に，昭和６２
年までは東北の同規模地方銀行の中では下位に属していた４０歳から５０歳までの
中堅層の賃金について格段の改善が行われていることが認められ，組織改革の実が
進んでいることが窺われる。
第３　本件就業規則等変更の効力について
１　就業規則変更の効力の判断基準については，原判決５４丁表末行冒頭から同５
５丁表５行目末尾までに記載のとおりであるから，これを引用する（ただし，その
引用文の次に「その合理性の有無は，具体的には，就業規則の変更によって労働者
が被る不利益の程度，使用者側の変更の必要性の内容・程度，変更後の就業規則の
内容自体の相当性，代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況，労働組合等
との交渉の経緯，他の労働組合又は他の従業員の対応，同種事項に関する我が国社
会における一般的状況等を総合考慮して判断すべきである。」を加える。）。
　第１審被告においては，前記争いのない事実のとおりその発足時から６０歳定年
制を採用していたのであるから，第１審原告ら行員が５５歳以降にも所定の賃金を
得られるということは単なる期待にとどまるものではなく，該当する行員の労働条
件の一部となっていたということができるところ，第１審原告らは，前記認定のと
おり，本件就業規則等変更の結果，専任職に発令され，基本給の凍結，その発令後
の業績給の削減，役職手当及び管理職手当の不支給並びに賞与の削減（ただし，そ
の全部が本件就業規則等変更によるものでないことは後述のとおり）をされたもの
で
あって，本件就業規則等変更が第１審原告らの重要な労働条件を不利益に変更する
部分を含むことが明らかであるから，以下前記見地に立って，本件就業規則等変更
の効力について検討する。
２　本件就業規則等変更の必要性について
　前記認定の事実によれば，第１審被告は，昭和５１年に合併して以来，その経営
効率を示す各種指標が高コスト，高利回りで収益力が弱いという企業体質を示して
おり，ことに人件費率は全国地方銀行中で最悪あるいはそれに近い順位となってい
たが，その原因は，他の地銀においては，５５歳定年制を採用していたことから，
必然的に同年令以上の行員の割合が小さく，その賃金水準も低レベルであったのに
対し，６０歳定年制を採用している第１審被告においては，中高年層を中心とした
人材構成の高齢化により，役職経験者が加速度的に増え，管理職の肥大化現象が顕
著となっていることにあることが，既に昭和５３年の人事制度研究会において指摘
されていたこと，したがって，昭和５０年代後半から進展した金融の自由化とい
う，金融機関間の競争が進展しつつある厳しい経営環境の中で，人材の高齢化に伴
い増大する人件費を削減し，賃金配分の偏在化を是正するとの観点に立った組織改
革を行うことは，第１審被告の経営者にとって，まさに１０年来の懸案事項であ



り，避けて通れない問題となっていて，多くの行員も同様の認識であったことが認
められ，本件就業規則等変更は，第１審被告にとって高度の経営上の必要性に基づ
くものということができる。本件全証拠によるも，当時第１審被告の経営が，危機
的状況に陥っていたと認めるに足りる証拠はないが，いったん銀行の経営が危機に
瀕した場合には，信用不安を惹起し，組織改革だけでは容易に再建できない事態と
なることは明らかであるから，そのような危機的状況に至らなければ組織改革の必
要性がないとすることは到底できない。
　なお，第１審原告らは，第１審被告が，当時順調に収益を伸ばし，利益も増大さ
せており，その経営分析からも本件専任職制度を導入する必要はなく，したがっ
て，本件就業規則等変更の必要性もなかったと主張するところ，証拠（乙４５，４
６の各１，２）によれば，確かに昭和５９年から同６２年にかけて，第１審被告の
経常利益は３２億円から３９億円と伸びてはいるものの，同じ地方で競合する青森
銀行には約１０億円の差をつけられていることが認められるので
あり，第１審被告が，他行との比較において，高利回り，高コストという脆弱な企
業体質にあったことは前記説示のとおりであるから，当該主張及びその主張に沿う
当審証人Ｐ１３の証言及び甲１６８の記述は採用できない。
３　本件就業規則等変更の合理性について
（１）　専任職制度導入の合理性
　専任職制度導入による本件就業規則等変更は，まず，５５歳到達を理由に行員を
管理職階又は監督職階から外して専任職階に発令するものであるが，事業の効率的
遂行のためどのような企業組織を編成し，どのような労働者を配置するかは，広い
意味での使用者の人事権に属する事項であると解されるところ，前項説示のとお
り，第１審被告においては組織改革の必要があったと認められるのであり，その人
事権の行使としてなされた本件就業規則等の変更は，これに伴う賃金の減額を除け
ば，その対象となる行員に格別の不利益を与えるものではないから，職階及び役職
制度の変更に限ってみれば，その合理性を認めることができる。
　第１審原告らは，第１審被告の業務の中で，「特定の集中業務，特殊債権の管理
業務，特殊先の渉外業務」なるものは独立して存在せず，現に専任職発令の前後に
おいて職務内容が同一の場合があるし，５５歳になっても専任職に発令されない行
員も多数存するから，この制度を導入する必要性はなかったと主張して，その導入
の合理性に疑問を呈している。確かに，第１審原告らにおいては，専任職発令の前
後を通じてその職務内容がほぼ同じであったことは前記認定のとおりであるが，役
職運用規程や労組及び従組に対する説明書（乙１，２の各２，乙７，８の各１，
２）によれば，専任職の職務は，軽易かつ定型的な業務として位置付けられ，施行
されていることが認められるのであり，証拠（乙５２ないし５６，当審証人Ｐ１
２）によれば，本人の希望等から，上記のように職務内容が軽減されない場合でも
部下の管理監督を伴う業務は担当させないこととされていること，また，専任職発
令が，満５５歳到達時から若干ずれたケースや，満５５歳を過ぎても発令されず，
部長や支店長等の職にとどまるものも十数名存在するが，それらは，いずれも個別
事情に基づく例外的措置であることが認められる。そうだとすると，第１審原告ら
指摘の事実をもって，制度そのものの合理性を否定することは相当でない。
（２）　第１審原告らの被る賃金減額の不利益の程度と賃金減
額の相当性
ア　本件第１次変更及び本件第２次変更による賃金面の改定及びこの変更による第
１審原告らに対する賃金削減額は前記第２の３，４（１）認定のとおりであって，
基本給の凍結により，他の行員の基本給等が増額されても，５５歳以上の者の賃金
は増額されず，専任職発令後は，基本給の約半額程度を占める業績給が５０パーセ
ント削減され，３万ないし１２万円程度とかなりの額である役職手当及び管理職手
当も支給されなくなり（その代わりに，当初専任職手当が支給されていたが，それ
も昭和６３年度から５年間で漸次減額し平成４年度で廃止することに改定され，実
施された。），かつ賞与の額もその支給率を３００パーセントから２００パーセン
トに削減された。なお，業績給や賞与支給率の削減についても，専任職手当と同様
の経過措置が設けられたが，それは，各年度ごとに一律に削減率を定めたものであ
って，一定の実施猶予期間をおいたり，各行員が５５歳に到達した年度から徐々に
削減率を上げていくなどといったものではない。こうした変更による賃金の減額幅
は，５５歳に到達した年度，従来の役職，賃金内容等々によって異なるが，本件就
業規則等変更により定められている経過措置が適用されなくなる平成４年度以降に
おいては，得べかりし標準賃金額に比べて概ね４０数パーセント程度から５０数パ



ーセント程度にも達している。第１審原告らの年間賃金も，例えば，担当職務にほ
とんど変化のない第１審原告Ｐ６の場合で，当初の４か月間を別として，５５歳到
達直前の９７０万円程度から５４０万円程度に減じており，ほぼ全期間にわたって
経過措置の適用を受けた第１審原告Ｐ１の場合でも，同じく７２０万円程度から退
職時には４２０万円程度に減じており，元管理職であった第１審原告Ｐ２の場合に
も，同じく８００万円程度から退職時には４２０万円程度に減じている。そして，
得べかりし標準賃金額と比べた場合の第１審原告らに対する賃金の削減額は，専任
職発令から退職時まで（ただし，給与規程により退職後に支給された給与及び賞与
を含む。）の総合計で約１２６０万円ないし約２５１０万円となっており，その削
減率は，同期間の平均値で約３３ないし４８パーセントにも達している（後記のと
おり本件就業規則等変更によるものとは認められない賞与支給率の逓減や業績メリ
ット分の不支給による賞与支給額の減額分を除くと，その場合の第１審原
告らの賞与減額率は，約１９パーセントから約３７パーセント（ただし，第１審原
告Ｐ１以外については，専任職発令当初の賞与を除く。）であるが，本件就業規則
等変更による定例給だけの減額率は，約２５パーセントから約４１パーセントであ
り，それらの減額率は決して小さくない。）。以上の減額幅は，考課等による格差
に比べ格段に大きなものであって，その相当部分が本件就業規則等変更によるもの
と認められる。
イ　ところで，第１審原告らが，このように賃金減額の不利益を受けても，これに
相応した労働の減少が認められるならば，全体的に見た実質的な不利益は小さいと
いうことができる。
　しかるところ，第１審原告らの所定労働時間等が，専任職発令前より短縮された
事実は本件全証拠によるも認められない上，前記第２の４（２）認定の事実に照ら
すと，第１審原告らが，専任職発令後に従事した職務は，必ずしも軽易かつ定型的
な業務として位置付けられるべき職務ではなく，第１審原告Ｐ１，同Ｐ３，同Ｐ５
及び同Ｐ６は，専任職発令前後を通じてほぼ同じ職務を担当しており，第１審原告
Ｐ２及び同Ｐ４も，課長職は解かれたものの，数十パーセントの賃金削減を正当化
するに足りるほどの職務の軽減が現実に図られているとは到底認めることができな
い。証拠（甲１２５，乙１２の３及び当審証人Ｐ１４）によれば，業績給とは，人
事考課に基づき各役職別テーブルに従い決定されるものであって，職務遂行能力を
発揮した度合に応じて支給される職能給たる性質を有するものであり，役職手当・
管理職手当は，それぞれ役職・管理職にあることによって支給されるものであるこ
とが認められ，例えば，役職・管理職を外された以上は役職手当・管理職手当が支
給されないのは当然といえなくもないが，それも本件就業規則等変更によるもので
ある以上，その変更による不利益として考慮せざるを得ない。そうすると，本件に
おいては，労働の多少の減少面を捉えて，本件就業規則等変更による賃金面の不利
益性を低く評価することは相当でないというべきである。
ウ　また，前記第２の２（６）認定のとおり，本件第２次変更に際して，第１審被
告と労組との間で代償措置が合意されているが，そのうち退職金の増額について
は，早期退職する場合の特例であって第１審原告らには関係しない。企業年金につ
いては，第１審被告の負担する掛金が若干増額するけれども，これは賃金額
の低下による厚生年金の水準の低下の一部を補うものにすぎず，これも賃金減額の
代償措置と評価することはできないものである。これに対し，特別融資制度や住宅
融資に関する措置は，代償措置ということができるが，数十パーセントの賃金削減
を補うような重要なものとは評価することができない。したがって，これらの代償
措置を考慮しても，第１審原告らの不利益が全体的に見て小さいものということは
できない。
エ　以上の検討によれば，本件第１次変更及び本件第２次変更により第１審原告ら
が被った賃金面における不利益は極めて重大であり，そのうち本件就業規則等変更
による部分もその程度が大きいものと認めざるを得ない。
オ　前記第２の４（１）認定のとおり，本件就業規則等変更後の第１審原告らの賃
金は，減額により平成４年度以降約４２０万円程度から約５３０万円程度となるも
のの，この賃金額は，前記第２の２（２）認定の東北地方における他行の当時の給
与所得者の平均的な賃金水準や定年を延長して延長後の賃金を低く抑えた一部の企
業の賃金水準に比べてなお優位にある。しかしながら，第１審原告らは，高年層の
事務職員であり，年齢，企業規模，賃金体系等を考慮すると，変更後の前記賃金水
準が格別高いということはできない。しかも，第１審原告らは段階的に賃金が増加
するものとされていた賃金体系の下で長く就労して５０歳代に至ったところ，６０



歳の定年５年前で，賃金が凍結されるどころか逆に半額に近い程度に切り下げられ
ることになったものであり，５５歳定年を延長して延長後の賃金を低く抑える場合
と同列に論ずることはできない。
　本件就業規則等変更は，その変更の対象層，前記賃金減額幅及び変更後の賃金水
準に照らすと，高年層の行員の労働条件をいわゆる定年後在職制度ないし嘱託制度
に近いものに一方的に切り下げるものにほかならないというべきである。
カ　なお，本件第１次変更及び本件第２次変更により第１審被告の５５歳以上の行
員の賃金が減額される一方で，中堅層の行員の賃金については格段の改善が図ら
れ，第１審被告の人件費全体も逆に上昇していることは前記第２の５認定のとおり
である。企業経営上，賃金水準を切り下げる差し迫った必要性があるというのであ
れば，各層の行員に応分の負担を負わせるのが通常であるが，本件は，そのような
ものではない。
キ　ところで，本件就業規則等変更は，前項説示のとおり多
数の行員について労働条件の改善を図る一方で，一部の行員について賃金を削減す
るものであるが，このような変更も，前記経営上の必要性に照らし，企業ないし従
業員全体から巨視的，長期的に見れば，企業体質を強化改善するものとしてその相
当性を肯定することができる場合もあり得るところである。しかしながら，本件に
おける賃金体系の変更は，短期的に見れば５５歳以上の行員にのみ賃金コスト抑制
の負担を負わせるもので，その負担の程度も前記説示のとおり大幅な不利益を生じ
させるものであり，それらの者は，中堅層の労働条件の改善などといった利益を受
けないまま退職の時期を迎えることになる。就業規則の変更によりこのような制度
改正を行う場合には，一方的な不利益を受ける労働者について，その不利益を緩和
するなどの経過措置を設けることによる適切な救済を併せ図るべきところ，本件に
おいては，前記説示のとおり，経過措置の適用にかかわらず大幅な賃金の減額がな
されているところであって，救済ないし緩和措置として極めて不十分であると評せ
ざるを得ない。
　そうすると，第１審原告らとの関係において，賃金面における本件就業規則等変
更の内容の相当性を肯定することはできない。
（３）　労働組合との交渉経緯等と本件就業規則等変更の相当性
　前記第２の１（９）及び同２（６）認定のとおり，本件においては，第１審被告
の行員の約７５パーセントを組織する労組が本件第１次変更及び本件第２次変更に
同意しているが，第１審原告らの被る前記説示の不利益の程度や内容を勘案する
と，賃金面における変更の合理性を判断するに際して労組の合意を大きな考慮要素
とすることは相当でないというべきである。
（４）　以上検討の結果によれば，専任職制度の導入に伴う本件就業規則等変更
は，それによる賃金に対する影響の面からみて，第１審原告らのような高年層の行
員に対しては，専ら大きな不利益のみを与えるものであって，他の諸事情を勘案し
ても，変更に同意しない第１審原告らに対し，これを法的に受認させることもやむ
を得ない程度の高度の必要性に基づいた合理的な内容のものであるとは認めること
ができない。
　したがって，本件就業規則等変更のうち賃金減額の効果を有する部分は，第１審
原告らにその効力を及ぼすことができないというべきである。
第４　第１審原告らの請求額の当否について
１　賃金請求について
（１）　前項の説示す
るところによれば，業績給の削減並びに役職手当及び管理職手当の不支給（専任職
手当で補てんされている部分は除く。）は，本件就業規則等変更による賃金の減額
分というべきであるから，第１審被告は第１審原告らに対しその支払義務がある。
第１審原告Ｐ１，同Ｐ２，同Ｐ３が差戻後の当審において拡張請求している本給調
整金及び役職手当調整金（ただし，後者は第１審原告Ｐ３のみ）の不支給額も本件
就業規則等変更による基本給凍結の結果によるものと認められるから同様である。
平成５年の年度途中（別紙３ないし５の各（二）によると，第２業績給は平成６年
４月から支給になっているが，平成５年１２月の賞与では，この第２業績給も算定
の基礎になっているので（甲２２９の１），それ以前から支給されていたことが窺
われる。）から専任職以外の行員に支給されるようになった第２業績給も業績給の
加算給であり，同様に考えることができる。また，５５歳に到達した時点以降にお
ける賃金の昇給額については，本件就業規則等変更がなければ支給されたと認めら
れる額の限度で，賞与については本件就業規則等変更により賃金が削減された結果



賞与支給額が減額されたと認められる額の限度で，第１審被告は第１審原告らに対
しその支払義務がある。
（２）　そこで，それらの具体的金額について検討する。
ア　まず定例給につき，本件就業規則等変更がなければ支給されたと認められる賃
金の昇給額について検討するに，本件第１次変更により基本給が凍結されなけれ
ば，専任職発令後の第１審原告らに対しても，第１審被告が認めるベースアップの
みならず，定期昇給もなされたものと認めざるを得ない。ところで，本給について
は，もともと５０歳で昇給が凍結されているので，業績給の昇給のみが問題となる
ところ，業績給の昇給は，人事考課に基づき「査定昇給表」により行う旨給与規程
に定められており（給与規程２０条），その査定は，昭和６３年まではＳ，Ａ，
Ｂ，Ｃ，Ｄの５段階，平成元年度以降は５から１までで，そのうち３についてはこ
れを上，中，下と分ける７段階となっていて，最低段階の査定に対しては昇給ゼロ
とされている（以上の事実は，争いがない。）。この査定の結果により昇給しなか
ったとしても，それは本件就業規則等変更によるものということはできない筋合い
である。しかるところ，第１審原告らのように専任職への発令を受けた行員は，昇
給凍結
がなされていることから，現実には査定を受けていない（この点も争いがな
い。）。第１審被告は，仮に業績給の昇給凍結も本件就業規則等変更による削減に
当たるとしても，第１審原告らが専任職発令後に従事した業務内容や専任職発令前
の第１審原告らの査定結果からすれば，査定は最低かそれに近く，第１審原告ら主
張のように標準査定による定期昇給は認められるべきでないと主張するけれども，
第１審原告らの業務内容は，役職が外されたということがあっても，専任職発令前
後を通じてほぼ同じ職務で，それほどの職務の軽減が図られているものと認められ
ないことは既に説示のとおりであるし，人事考課規程（甲１２０の２）によると，
考課期間は毎年１月１日から１２月３１日までと定められていて，考課期間外の事
実をもって考課しないものとされており，専任職発令前の査定を斟酌して専任職発
令後の第１審原告らの業績給の昇給額を算定することは相当でないから，第１審被
告の主張は，その前提において採用し難いものである。そこで，当裁判所は，上記
のとおり査定がなされていないのは，本件就業規則等変更により昇給を凍結した結
果であって，それは第１審被告の責めに帰すべき事由によるものと評すべきである
から，このような場合は，標準査定（前記給与規程及び弁論の全趣旨によれば，
「Ｂ」又は「３中」であることが認められる。）によって業績給の昇給額を算定す
るのが相当であると解する。したがって，第１審原告らの業績給の昇給額について
の削減額は同原告ら主張の金額となる。
　そして，本件就業規則等変更による第１審原告らに対する専任職発令後の上記昇
級分をも含めた業績給の削減額並びに役職手当及び管理職手当の不支給額は，原判
決別紙３ないし８の各（一），本判決別紙１及び２ないし５の各（一），（二）の
１欄に各記載の，専任職発令がなく，新専任職適用がなかった場合の金額から，原
判決別紙３ないし８の各（二），本判決別紙１及び２ないし５の各（一），（二）
の２欄に各記載の，専任職発令，新専任職適用による金額を控除した残額（差額）
であり，それら手当支給額から控除すべき専任職手当の支給額も上記の原判決別紙
３ないし８の各（二）に記載のとおりであること，上記のコース別人事制度導入に
伴う調整金の不支給額は，第１審原告Ｐ１，同Ｐ２が平成元年１０月から翌平成２
年３月までの月額１５００円合計９０００円，第１審
原告Ｐ３が役職手当調整金を含め同期間月額４５００円合計２万７０００円である
ことは前記第２の４（１）認定のとおりであって，上記業績給の削減額並びに専任
職手当支給によるてん補分を控除した役職手当及び管理職手当の不支給額は，第１
審原告ら主張のとおりということができる。
　以上によれば，第１審原告らの各定例給の本件就業規則等変更による削減額は，
本判決別紙ＡないしＦの各定例給与欄記載のとおり（本判決別紙一ないし六の各定
例給与欄の記載と同じ。なお，明細は，上記各別紙記載のとおり）である。
イ　次に，賞与につき，本件就業規則等変更により賃金が削減された結果賞与支給
額が減額されたと認められる額について検討するに，賞与の具体的な支給額は，給
与規程そのものには定めがなく，銀行全体の業績と考課によりその都度決められる
ものとされており，従前［（基本給＋家族手当）×３００パーセント＋α（業績メ
リット）］の算式によって算出されていた運用を，新専任職制度の実施に伴い，第
１審被告は，原判決別紙２「賞与」欄記載のとおり改めたが，その実施後も，それ
までと同じく各年の賞与の支給算式は，毎年の春闘における労組や従組の要求に対



する回答の形式で第１審被告から示され，労組との間ではその回答に従って労働協
定が締結され賞与が支給されていたが，従組との関係では，上記回答に対して毎年
従担から，専任職制度の実施に伴う賞与支給算式の改定には同意できない旨昭和６
１年１０月に第１審被告に通知済みであり，今期の臨時給の支給算式についても継
続交渉とし，今回のみの回答として受け取る旨の通知がなされて，その回答の支給
算式による賞与の支給がなされていたことは前記第２の３（６）エ認定のとおりで
ある。
　これによれば，賞与支給率の削減は，本件就業規則等変更によるものとは認め難
く，α（業績メリット）の削減についても同様である。したがって，その削減を理
由とする第１審原告らの請求は，その余の点について判断するまでもなく失当であ
る。結局，本件就業規則等変更により賃金が削減された結果賞与支給額が減額され
たと認められる額は，前記ア記載の削減がない場合の本件就業規則等変更がなけれ
ば支給された基本給（第２業績給を含む。）及び家族手当に賞与支給率（その支給
率については後述）を乗じて算出した金額から，第１審原告らが現実に支給を受け
た賞与額のうち前記ア記載のとおり削減
された基本給及び家族手当に２００パーセントの賞与支給率（ただし，昭和６３年
から５年間，その削減率を漸減する経過措置がある。）を乗じて算出した金額を控
除して算定すべきことになる（役職手当及び管理職手当の分は，賞与の関係では問
題とならない。）が，問題は前者の賞与支給率如何であるところ，前記説示のとお
り，従組は，例年臨時給の支給算式については継続交渉とするとの留保を付けなが
らも，今回のみの回答として受け取る旨表明して２００パーセントの削減（ただ
し，上記経過措置がある。）による賞与の支給を受けてきたことは前記のとおりで
あり，その後の継続交渉によりそれを上回る賞与支給率について，第１審被告と従
組ないし第１審原告らとの間で合意ないし協定が成立した事実は本件全証拠による
も認めることができない。そうすると，その乗ずべき賞与支給率は現実に支給され
た賞与の支給率と同じく２００パーセント（ただし，上記経過措置がある期間は，
その漸減された支給率）というべきであり，第１審原告らの賞与削減額（差額）は
本判決別紙ＡないしＦの各臨時給与欄記載のとおり（その計算式は別紙Ｇのとお
り。この計算式で，一部の第１審原告らにつき，専任職発令直後の賞与の差額がマ
イナスとなるのは，本来は同別紙のＡ欄の方も専任職発令により分かち計算すべき
ところ，Ｂ欄の方だけ分かち計算しているためである。しかし，その分かち計算す
る場合の方式について，第１審原告らから，特に主張立証がないので，正確な差額
は不明であり，本判決別紙ＡないしＦの各臨時給与欄には，「０」と転記した。な
お，平成６年６月からの専任職発令（適用）がない場合の賞与の計算式に，第２業
績給を加算している。）となる。
２　遅延利息の請求について
　第１審原告らは，各退職後の各未払賃金につき，賃金の支払の確保等に関する法
律６条１項に基づいて，年１４．６パーセントの遅延利息を付すべきであると主張
し，これを請求するが，その未払賃金とは本件就業規則等変更により減額された賃
金であり，その賃金等の支払を求めて本件訴訟に至り，当事者間で，本件就業規則
等変更の効力やその変更による未払賃金の額について激しく争われ，原審，差戻前
の当審の判断が分かれて最高裁まで争われ破棄差戻しとなって，現在に至っている
ことは本件記録上明らかである。こうした事実に照らすと，本件においては，第１
審被告に同法６条２項及び
同法施行規則６条４号の事由が存すると認めるのが相当であるから，第１審原告ら
の上記請求は失当である。
３　結論
　以上の次第で，第１審原告らの未払賃金の請求は，主文１（１）ないし（６）の
限度で理由があるからこれを認容し，その余は理由がないのでこれを棄却すること
とする。そして，第１審被告の仮執行の原状回復の申立ては，上記第１審原告らの
認容額の方が大であるから理由がないことになる。よって，第１審原告らの控訴及
び請求の拡張に基づき，以上と一部結論を異にする原判決を変更し，第１審被告の
控訴並びに仮執行の原状回復の申立てをいずれも棄却することとして，主文のとお
り判決する。
仙台高等裁判所第１民事部
裁判長裁判官　佐々木寅男
裁判官　衣笠和彦
裁判官　橋本健



別紙Ａ
Ｐ１
　番号　　　　支　　払　　日　　　支払項目　　　　賃金差額　　　　　　　損
害金起算日
　　１　　昭和６２年１１月２０日　定例給与　　　　１４，０００　昭和６２年
１１月２１日
　　２　　昭和６２年１２月２１日　定例給与　　　　１４，０００　昭和６２年
１２月２２日
　　３　　昭和６３年　１月２１日　定例給与　　　　１４，０００　昭和６３年
　１月２２日
　　４　　昭和６３年　２月１９日　定例給与　　　　１４，０００　昭和６３年
　２月２０日
　　５　　昭和６３年　３月２１日　定例給与　　　　１４，０００　昭和６３年
　３月２２日
　　６　　昭和６３年　４月２１日　定例給与　　　　４６，３００　昭和６３年
　４月２２日
　　７　　昭和６３年　５月２０日　定例給与　　　　４６，３００　昭和６３年
　５月２１日
　　８　　昭和６３年　６月１０日　臨時給与　　　　６５，２４０　昭和６３年
　６月１１日
　　９　　昭和６３年　６月２１日　定例給与　　　　４６，３００　昭和６３年
　６月２２日
　１０　　昭和６３年　７月２１日　定例給与　　　　４６，３００　昭和６３年
　７月２２日
　１１　　昭和６３年　８月１９日　定例給与　　　　４６，３００　昭和６３年
　８月２０日
　１２　　昭和６３年　９月２１日　定例給与　　　　４６，３００　昭和６３年
　９月２２日
　１３　　昭和６３年１０月２１日　定例給与　　　　４６，３００　昭和６３年
１０月２２日
　１４　　昭和６３年１１月２１日　定例給与　　　　４６，３００　昭和６３年
１１月２２日
　１５　　昭和６３年１２月　９日　臨時給与　　　　６５，２４０
　昭和６３年１２月１０日
　１６　　昭和６３年１２月２１日　定例給与　　　　４６，３００　昭和６３年
１２月２２日
　１７　　平成　元年　１月２０日　定例給与　　　　４６，３００　平成　元年
　１月２１日
　１８　　平成　元年　２月２１日　定例給与　　　　４６，３００　平成　元年
　２月２２日
　１９　　平成　元年　３月２１日　定例給与　　　　４６，３００　平成　元年
　３月２２日
　２０　　平成　元年　４月２１日　定例給与　　　　８２，１００　平成　元年
　４月２２日
　２１　　平成　元年　５月１９日　定例給与　　　　８２，１００　平成　元年
　５月２０日
　２２　　平成　元年　６月　９日　臨時給与　　　１２７，６６０　平成　元年
　６月１０日
　２３　　平成　元年　６月２１日　定例給与　　　　８２，１００　平成　元年
　６月２２日
　２４　　平成　元年　７月２１日　定例給与　　　　８２，１００　平成　元年
　７月２２日
　２５　　平成　元年　８月２１日　定例給与　　　　８２，１００　平成　元年
　８月２２日
　２６　　平成　元年　９月２１日　定例給与　　　　８２，１００　平成　元年
　９月２２日
　２７　　平成　元年１０月２０日　定例給与　　　　８３，７００　平成　元年
１０月２１日



　２８　　平成　元年１１月２１日　定例給与　　　　８３，７００　平成　元年
１１月２２日
　２９　　平成　元年１２月　８日　臨時給与　　　１３１，８２０　平成　元年
１２月　９日
　３０　　平成　元年１２月２１日　定例給与　　　　８３，７００　平成　元年
１２月２２日
　３１　　平成　２年　１月１９日　定例給与　　　　８３，７００　平成　２年
　１月２０日
　３２　　平成　２年　２月２１日　定例給与　　　　８３，７００　平成　２年
　２月２２日
　３３　　平成　２年　３月２１日　定例給与　　　　８３，７００　平成　２年
　３月２２日
　３４　　平成　２年　４月２０日　定例給与　　　１１８，８００　平成　２年
　４月２１日
　３５　　平成　２年　５月２１日　定例給与　　　１１８，８００　平成　２年
　５月２２日
　３６　　平成　２年　６月　８日　臨時給与　　　１８６，７２０　平成　２年
　６月　９日
　３７　　平成　２年　６月２１日　定例給与　　　１１８，８００　平成　２年
　６月２２日
　３８　　平成　２年　７月２０日　定例給与　　　１１８，８００　平成　２年
　７月２１
日
　３９　　平成　２年　８月２１日　定例給与　　　１１８，８００　平成　２年
　８月２２日
　４０　　平成　２年　９月２１日　定例給与　　　１１８，８００　平成　２年
　９月２２日
　４１　　平成　２年１０月１９日　定例給与　　　１１８，８００　平成　２年
１０月２０日
　４２　　平成　２年１１月２１日　定例給与　　　１１８，８００　平成　２年
１１月２２日
　４３　　平成　２年１２月１０日　臨時給与　　　１８６，７２０　平成　２年
１２月１１日
　４４　　平成　２年１２月２１日　定例給与　　　１１８，８００　平成　２年
１２月２２日
　４５　　平成　３年　１月２１日　定例給与　　　１１８，８００　平成　３年
　１月２２日
　４６　　平成　３年　２月２１日　定例給与　　　１１８，８００　平成　３年
　２月２２日
　４７　　平成　３年　３月２１日　定例給与　　　１１８，８００　平成　３年
　３月２２日
　４８　　平成　３年　４月１９日　定例給与　　　１５２，８００　平成　３年
　４月２０日
　４９　　平成　３年　５月２１日　定例給与　　　１５２，８００　平成　３年
　５月２２日
　５０　　平成　３年　６月１０日　臨時給与　　　２２６，１６０　平成　３年
　６月１１日
　５１　　平成　３年　６月２１日　定例給与　　　１５２，８００　平成　３年
　６月２２日
　５２　　平成　３年　７月１９日　定例給与　　　１５２，８００　平成　３年
　７月２０日
　５３　　平成　３年　８月２１日　定例給与　　　１５２，８００　平成　３年
　８月２２日
　５４　　平成　３年　９月２０日　定例給与　　　１５２，８００　平成　３年
　９月２１日
　５５　　平成　３年１０月２１日　定例給与　　　１５２，８００　平成　３年
１０月２２日
　５６　　平成　３年１１月２１日　定例給与　　　１５２，８００　平成　３年



１１月２２日
　５７　　平成　３年１２月１０日　臨時給与　　　２２６，１６０　平成　３年
１２月１１日
　５８　　平成　３年１２月２０日　定例給与　　　１５２，８００　平成　３年
１２月２１日
　５９　　平成　４年　１月２１日　定例給与　　　１５２，８００　平成　４年
　１月２２日
　６０　　平成　４年　２月２１日　定例給与　　　１５２，８００　平成　４年
　２月２２日
　６１　　平成　４年　３月２０日　定例給与　　　１５２，８００　平成　４年
　３月２１日
　６２　　平成　４年
　４月２１日　定例給与　　　１８６，４００　平成　４年　４月２２日
　６３　　平成　４年　５月２１日　定例給与　　　１８６，４００　平成　４年
　５月２２日
　６４　　平成　４年　６月１０日　臨時給与　　　２５５，８００　平成　４年
　６月１１日
　６５　　平成　４年　６月１９日　定例給与　　　１８６，４００　平成　４年
　６月２０日
　６６　　平成　４年　７月２１日　定例給与　　　１８６，４００　平成　４年
　７月２２日
　６７　　平成　４年　８月２１日　定例給与　　　１８６，４００　平成　４年
　８月２２日
　６８　　平成　４年　９月２１日　定例給与　　　１８６，４００　平成　４年
　９月２２日
　６９　　平成　４年１０月２１日　定例給与　　　１８６，４００　平成　４年
１０月２２日
　７０　　平成　４年１２月１０日　定例給与　　　２５５，８００　平成　４年
１２月１１日
　７１　　平成　５年　６月１０日　臨時給与　　　　１４，５５７　平成　５年
　６月１１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　７，９２６，２７７
別紙Ｂ
Ｐ２
　番号　　　　支　　払　　日　　　支払項目　　　　賃金差額　　　　　　　損
害金起算日
　　１　　平成　元年　３月２１日　定例給与　　　　　６７，７００　平成　元
年　３月２２日
　　２　　平成　元年　４月２１日　定例給与　　　　１１０，２００　平成　元
年　４月２２日
　　３　　平成　元年　５月１９日　定例給与　　　　１１０，２００　平成　元
年　５月２０日
　　４　　平成　元年　６月　９日　臨時給与　　　　　　　　　０　平成　元年
　６月１０日
　　５　　平成　元年　６月２１日　定例給与　　　　１１０，２００　平成　元
年　６月２２日
　　６　　平成　元年　７月２１日　定例給与　　　　１１０，２００　平成　元
年　７月２２日
　　７　　平成　元年　８月２１日　定例給与　　　　１１０，２００　平成　元
年　８月２２日
　　８　　平成　元年　９月２１日　定例給与　　　　１１０，２００　平成　元
年　９月２２日
　　９　　平成　元年１０月２０日　定例給与　　　　１１１，７００　平成　元
年１０月２１日
　１０　　平成　元年１１月２１日　定例給与　　　　１１１，７００　平成　元
年１１月２２日
　１１　　平成　元年１２月　８日　臨時給与　　　　１２１，４２０　平成　元
年１２月　９日



　１２　　平成　元年１２月２１日　定
例給与　　　　１１１，７００　平成　元年１２月２２日
　１３　　平成　２年　１月１９日　定例給与　　　　１１１，７００　平成　２
年　１月２０日
　１４　　平成　２年　２月２１日　定例給与　　　　１１１，７００　平成　２
年　２月２２日
　１５　　平成　２年　３月２１日　定例給与　　　　１１１，７００　平成　２
年　３月２２日
　１６　　平成　２年　４月２０日　定例給与　　　　１５７，１００　平成　２
年　４月２１日
　１７　　平成　２年　５月２１日　定例給与　　　　１５７，１００　平成　２
年　５月２２日
　１８　　平成　２年　６月　８日　臨時給与　　　　１８５，０４０　平成　２
年　６月　９日
　１９　　平成　２年　６月２１日　定例給与　　　　１５７，１００　平成　２
年　６月２２日
　２０　　平成　２年　７月２０日　定例給与　　　　１５７，１００　平成　２
年　７月２１日
　２１　　平成　２年　８月２１日　定例給与　　　　１５７，１００　平成　２
年　８月２２日
　２２　　平成　２年　９月２１日　定例給与　　　　１５７，１００　平成　２
年　９月２２日
　２３　　平成　２年１０月１９日　定例給与　　　　１５７，１００　平成　２
年１０月２０日
　２４　　平成　２年１１月２１日　定例給与　　　　１５７，１００　平成　２
年１１月２２日
　２５　　平成　２年１２月１０日　臨時給与　　　　１８５，０４０　平成　２
年１２月１１日
　２６　　平成　２年１２月２１日　定例給与　　　　１５７，１００　平成　２
年１２月２２日
　２７　　平成　３年　１月２１日　定例給与　　　　１５７，１００　平成　３
年　１月２２日
　２８　　平成　３年　２月２１日　定例給与　　　　１５７，１００　平成　３
年　２月２２日
　２９　　平成　３年　３月２１日　定例給与　　　　１５７，１００　平成　３
年　３月２２日
　３０　　平成　３年　４月１９日　定例給与　　　　２００，５００　平成　３
年　４月２０日
　３１　　平成　３年　５月２１日　定例給与　　　　２００，５００　平成　３
年　５月２２日
　３２　　平成　３年　６月１０日　臨時給与　　　　２３２，１００　平成　３
年　６月１１日
　３３　　平成　３年　６月２１日　定例給与　　　　２００，５００　平成　３
年　６月２２日
　３４　　平成　３年　７月１９日　定例給与　　　　２００，５００　平成　３
年　７月２０日
　３５　　平
成　３年　８月２１日　定例給与　　　　２００，５００　平成　３年　８月２２
日
　３６　　平成　３年　９月２０日　定例給与　　　　２００，５００　平成　３
年　９月２１日
　３７　平成　３年１０月２１日　定例給与　　　　２００，５００　平成　３年
１０月２２日
　３８　　平成　３年１１月２１日　定例給与　　　　２００，５００　平成　３
年１１月２２日
　３９　　平成　３年１２月１０日　臨時給与　　　　２３２，１００　平成　３
年１２月１１日
　４０　　平成　３年１２月２０日　定例給与　　　　２００，５００　平成　３



年１２月２１日
　４１　　平成　４年　１月２１日　定例給与　　　　２００，５００　平成　４
年　１月２２日
　４２　　平成　４年　２月２１日　定例給与　　　　２００，５００　平成　４
年　２月２２日
　４３　　平成　４年　３月２０日　定例給与　　　　２００，５００　平成　４
年　３月２１日
　４４　　平成　４年　４月２１日　定例給与　　　　２４２，４００　平成　４
年　４月２２日
　４５　　平成　４年　５月２１日　定例給与　　　　２４２，４００　平成　４
年　５月２２日
　４６　　平成　４年　６月１０日　臨時給与　　　　２６８，８００　平成　４
年　６月１１日
　４７　　平成　４年　６月１９日　定例給与　　　　２４２，４００　平成　４
年　６月２０日
　４８　　平成　４年　７月２１日　定例給与　　　　２４２，４００　平成　４
年　７月２２日
　４９　　平成　４年　８月２１日　定例給与　　　　２４２，４００　平成　４
年　８月２２日
　５０　　平成　４年　９月２１日　定例給与　　　　２４２，４００　平成　４
年　９月２２日
　５１　　平成　４年１０月２１日　定例給与　　　　２４２，４００　平成　４
年１０月２２日
　５２　　平成　４年１１月２０日　定例給与　　　　２４２，４００　平成　４
年１１月２１日
　５３　　平成　４年１２月１０日　臨時給与　　　　２６８，８００　平成　４
年１２月１１日
　５４　　平成　４年１２月２１日　定例給与　　　　２４２，４００　平成　４
年１２月２２日
　５５　　平成　５年　１月２１日　定例給与　　　　２４２，４００　平成　５
年　１月２２日
　５６　　平成　５年　２月１９日　定例給与　　　　２４２，４００　平成　５
年　２月２０日
　５７　　平成　５年　３月１９日　定例給与　　　　２４２，４００　平成　５
年　
３月２０日
　５８　　平成　５年　４月２１日　定例給与　　　　２５３，６００　平成　５
年　４月２２日
　５９　　平成　５年　５月２１日　定例給与　　　　２５３，６００　平成　５
年　５月２２日
　６０　　平成　５年　６月１０日　臨時給与　　　　２８１，２００　平成　５
年　６月１１日
　６１　　平成　５年　６月２１日　定例給与　　　　２５３，６００　平成　５
年　６月２２日
　６２　　平成　５年　７月２１日　定例給与　　　　２５３，６００　平成　５
年　７月２２日
　６３　　平成　５年　８月２０日　定例給与　　　　２５３，６００　平成　５
年　８月２１日
　６４　　平成　５年　９月２１日　定例給与　　　　２５３，６００　平成　５
年　９月２２日
　６５　　平成　５年１０月２１日　定例給与　　　　２５３，６００　平成　５
年１０月２２日
　６６　　平成　５年１１月１９日　定例給与　　　　２５３，６００　平成　５
年１１月２０日
　６７　　平成　５年１２月１０日　臨時給与　　　　２８１，２００　平成　５
年１２月１１日
　６８　　平成　５年１２月２１日　定例給与　　　　２５３，６００　平成　５
年１２月２２日



　６９　　平成　６年　１月２１日　定例給与　　　　２５３，６００　平成　６
年　１月２２日
　７０　　平成　６年　２月２１日　定例給与　　　　２５３，６００　平成　６
年　２月２２日
　７１　　平成　６年　６月１０日　臨時給与　　　　２２８，１８７　平成　６
年　６月１１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　１３，６７２，５８７
別紙Ｃ
Ｐ３
　番号　　　　支　　払　　日　　　支払項目　　　　賃金差額　　　　　　　損
害金起算日
　　１　　平成　元年　５月１９日　定例給与　　　　　３８，９００　平成　元
年　５月２０日
　　２　　平成　元年　６月　９日　臨時給与　　　　　　　　　０　平成　元年
　６月１０日
　　３　　平成　元年　６月２１日　定例給与　　　　　３８，９００　平成　元
年　６月２２日
　　４　　平成　元年　７月２１日　定例給与　　　　　３８，９００　平成　元
年　７月２２日
　　５　　平成　元年　８月２１日　定例給与　　　　　３８，９００　平成　元
年　８月２２日
　　６　　平成　元年　９月２１日　定例給与　　　　　３８，９００　平成　元
年　９月２２日
　　７　　平成　元年１０月２０日　定例給与　　　　　４３，４００　平成　元
年１０月２１日
　　８　　平成　元年１１月２１日　定例給与　　　　　４３，４００　平成　元
年１１月２２日
　　９　　平成　元年１２月　８日　臨時給与　　　　　３４，５３０　平成　元
年１２月　９日
　１０　　平成　元年１２月２１日　定例給与　　　　　４３，４００　平成　元
年１２月２２日
　１１　　平成　２年　１月１９日　定例給与　　　　　４３，４００　平成　２
年　１月２０日
　１２　　平成　２年　２月２１日　定例給与　　　　　４３，４００　平成　２
年　２月２２日
　１３　　平成　２年　３月２１日　定例給与　　　　　４３，４００　平成　２
年　３月２２日
　１４　　平成　２年　４月２０日　定例給与　　　　　７３，５００　平成　２
年　４月２１日
　１５　　平成　２年　５月２１日　定例給与　　　　　７３，５００　平成　２
年　５月２２日
　１６　　平成　２年　６月　８日　臨時給与　　　　１１８，８００　平成　２
年　６月　９日
　１７　　平成　２年　６月２１日　定例給与　　　　　７３，５００　平成　２
年　６月２２日
　１８　　平成　２年　７月２０日　定例給与　　　　　７３，５００　平成　２
年　７月２１日
　１９　　平成　２年　８月２１日　定例給与　　　　　７３，５００　平成　２
年　８月２２日
　２０　　平成　２年　９月２１日　定例給与　　　　　７３，５００　平成　２
年　９月２２日
　２１　　平成　２年１０月１９日　定例給与　　　　　７３，５００　平成　２
年１０月２０日
　２２　　平成　２年１１月２１日　定例給与　　　　　７３，５００　平成　２
年１１月２２日
　２３　　平成　２年１２月１０日　臨時給与　　　　１１８，８００　平成　２
年１２月１１日
　２４　　平成　２年１２月２１日　定例給与　　　　　７３，５００　平成　２



年１２月２２日
　２５　　平成　３年　１月２１日　定例給与　　　　　７３，５００　平成　３
年　１月２２日
　２６　　平成　３年　２月２１日　定例給与　　　　　７３，５００　平成　３
年　２月２２日
　２７　　平成　３年　３月２１日　定例給与　　　　　７３，５００　平成　３
年　３月２２日
　２８　　平成　３年　４月１９日　定例給与　　　　１０３，５００　平成　３
年　４月２０日
　２９　　平成　３年　５月２１日　定例給与　　　　１０３，５００　平成　３
年　５月２２日
　３０　　平成　３年　６月１０日　臨時給与　　　　
１５７，３００　平成　３年　６月１１日
　３１　　平成　３年　６月２１日　定例給与　　　　１０３，５００　平成　３
年　６月２２日
　３２　　平成　３年　７月１９日　定例給与　　　　１０３，５００　平成　３
年　７月２０日
　３３　　平成　３年　８月２１日　定例給与　　　　１０３，５００　平成　３
年　８月２２日
　３４　　平成　３年　９月２０日　定例給与　　　　１０３，５００　平成　３
年　９月２１日
　３５　　平成　３年１０月２１日　定例給与　　　　１０３，５００　平成　３
年１０月２２日
　３６　　平成　３年１１月２１日　定例給与　　　　１０３，５００　平成　３
年１１月２２日
　３７　　平成　３年１２月１０日　臨時給与　　　　１５７，３００　平成　３
年１２月１１日
　３８　　平成　３年１２月２０日　定例給与　　　　１０３，５００　平成　３
年１２月２１日
　３９　　平成　４年　１月２１日　定例給与　　　　１０３，５００　平成　４
年　１月２２日
　４０　　平成　４年　２月２１日　定例給与　　　　１０３，５００　平成　４
年　２月２２日
　４１　　平成　４年　３月２０日　定例給与　　　　１０３，５００　平成　４
年　３月２１日
　４２　平成　４年　４月２１日　定例給与　　　　１３１，６００　平成　４年
　４月２２日
　４３　　平成　４年　５月２１日　定例給与　　　　１３１，６００　平成　４
年　５月２２日
　４４　　平成　４年　６月１０日　臨時給与　　　　１８６，２００　平成　４
年　６月１１日
　４５　　平成　４年　６月１９日　定例給与　　　　１３１，６００　平成　４
年　６月２０日
　４６　　平成　４年　７月２１日　定例給与　　　　１３１，６００　平成　４
年　７月２２日
　４７　　平成　４年　８月２１日　定例給与　　　　１３１，６００　平成　４
年　８月２２日
　４８　　平成　４年　９月２１日　定例給与　　　　１３１，６００　平成　４
年　９月２２日
　４９　　平成　４年１０月２１日　定例給与　　　　１３１，６００　平成　４
年１０月２２日
　５０　　平成　４年１１月２０日　定例給与　　　　１３１，６００　平成　４
年１１月２１日
　５１　　平成　４年１２月１０日　臨時給与　　　　１８６，２００　平成　４
年１２月１１日
　５２　　平成　４年１２月２１日　定例給与　　　　１３１，６００　平成　４
年１２月２２日
　５３　　平成　５年　１月２



１日　定例給与　　　　１３１，６００　平成　５年　１月２２日
　５４　　平成　５年　２月１９日　定例給与　　　　１３１，６００　平成　５
年　２月２０日
　５５　　平成　５年　３月１９日　定例給与　　　　１３１，６００　平成　５
年　３月２０日
　５６　　平成　５年　４月２１日　定例給与　　　　１３８，２００　平成　５
年　４月２２日
　５７　　平成　５年　５月２１日　定例給与　　　　１３８，２００　平成　５
年　５月２２日
　５８　　平成　５年　６月１０日　臨時給与　　　　１９５，４００　平成　５
年　６月１１日
　５９　　平成　５年　６月２１日　定例給与　　　　１３８，２００　平成　５
年　６月２２日
　６０　　平成　５年　７月２１日　定例給与　　　　１３８，２００　平成　５
年　７月２２日
　６１　　平成　５年　８月２０日　定例給与　　　　１３８，２００　平成　５
年　８月２１日
　６２　　平成　５年　９月２１日　定例給与　　　　１３８，２００　平成　５
年　９月２２日
　６３　　平成　５年１０月２１日　定例給与　　　　１３８，２００　平成　５
年１０月２２日
　６４　　平成　５年１１月１９日　定例給与　　　　１３８，２００　平成　５
年１１月２０日
　６５　　平成　５年１２月１０日　臨時給与　　　　１９５，４００　平成　５
年１２月１１日
　６６　　平成　５年１２月２１日　定例給与　　　　１３８，２００　平成　５
年１２月２２日
　６７　　平成　６年　１月２１日　定例給与　　　　１３８，２００　平成　６
年　１月２２日
　６８　　平成　６年　２月２１日　定例給与　　　　１３８，２００　平成　６
年　２月２２日
　６９　　平成　６年　３月２１日　定例給与　　　　１３８，２００　平成　６
年　３月２２日
　７０　　平成　６年　４月２１日　定例給与　　　　１４２，８００　平成　６
年　４月２２日
　７１　　平成　６年　６月１０日　臨時給与　　　　１９８，６００　平成　６
年　６月１１日
　７２　　平成　６年１２月　９日　臨時給与　　　　　　１，５８８　平成　６
年１２月１０日
　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　７，５０９，４１８
別紙Ｄ
Ｐ４
　番号　　　　支　　払　　日　　　支払項目　　　　賃金差額　　　　　　　損
害金起算日
　　１　　平成　３年　２月２１日　定例給与　　　　１４４，９００　平成　３
年　２月２２日
　　２　　平成　３年　
３月２１日　定例給与　　　　１４４，９００　平成　３年　３月２２日
　　３　　平成　３年　４月１９日　定例給与　　　　１９１，５００　平成　３
年　４月２０日
　　４　　平成　３年　５月２１日　定例給与　　　　１９１，５００　平成　３
年　５月２２日
　　５　　平成　３年　６月１０日　臨時給与　　　　　　　　　０　平成　３年
　６月１１日
　　６　　平成　３年　６月２１日　定例給与　　　　１９１，５００　平成　３
年　６月２２日
　　７　　平成　３年　７月１９日　定例給与　　　　１９１，５００　平成　３
年　７月２０日



　　８　　平成　３年　８月２１日　定例給与　　　　１９１，５００　平成　３
年　８月２２日
　　９　　平成　３年　９月２０日　定例給与　　　　１９１，５００　平成　３
年　９月２１日
　１０　　平成　３年１０月２１日　定例給与　　　　１９１，５００　平成　３
年１０月２２日
　１１　　平成　３年１１月２１日　定例給与　　　　１９１，５００　平成　３
年１１月２２日
　１２　　平成　３年１２月１０日　臨時給与　　　　２０１，３００　平成　３
年１２月１１日
　１３　　平成　３年１２月２０日　定例給与　　　　１９１，５００　平成　３
年１２月２１日
　１４　　平成　４年　１月２１日　定例給与　　　　１９１，５００　平成　４
年　１月２２日
　１５　　平成　４年　２月２１日　定例給与　　　　１９１，５００　平成　４
年　２月２２日
　１６　　平成　４年　３月２０日　定例給与　　　　１９１，５００　平成　４
年　３月２１日
　１７　　平成　４年　４月２１日　定例給与　　　　２３６，１００　平成　４
年　４月２２日
　１８　　平成　４年　５月２１日　定例給与　　　　２３６，１００　平成　４
年　５月２２日
　１９　　平成　４年　６月１０日　臨時給与　　　　２４６，２００　平成　４
年　６月１１日
　２０　　平成　４年　６月１９日　定例給与　　　　２３６，１００　平成　４
年　６月２０日
　２１　　平成　４年　７月２１日　定例給与　　　　２３６，１００　平成　４
年　７月２２日
　２２　　平成　４年　８月２１日　定例給与　　　　２３６，１００　平成　４
年　８月２２日
　２３　　平成　４年　９月２１日　定例給与　　　　２３６，１００　平成　４
年　９月２２日
　２４　　平成　４年１０月２１日　定例給与　　　　２３６，１００　平成　４
年１０月２２日

　２５　　平成　４年１１月２０日　定例給与　　　　２３６，１００　平成　４
年１１月２１日
　２６　　平成　４年１２月１０日　臨時給与　　　　２４６，２００　平成　４
年１２月１１日
　２７　　平成　４年１２月２１日　定例給与　　　　２３６，１００　平成　４
年１２月２２日
　２８　　平成　５年　１月２１日　定例給与　　　　２３６，１００　平成　５
年　１月２２日
　２９　　平成　５年　２月１９日　定例給与　　　　２３６，１００　平成　５
年　２月２０日
　３０　　平成　５年　３月１９日　定例給与　　　　２３６，１００　平成　５
年　３月２０日
　３１　　平成　５年　４月２１日　定例給与　　　　２４６，５００　平成　５
年　４月２２日
　３２　　平成　５年　５月２１日　定例給与　　　　２４６，５００　平成　５
年　５月２２日
　３３　　平成　５年　６月１０日　臨時給与　　　　２５７，０００　平成　５
年　６月１１日
　３４　　平成　５年　６月２１日　定例給与　　　　２４６，５００　平成　５
年　６月２２日
　３５　　平成　５年　７月２１日　定例給与　　　　２４６，５００　平成　５
年　７月２２日
　３６　　平成　５年　８月２０日　定例給与　　　　２４６，５００　平成　５



年　８月２１日
　３７　　平成　５年　９月２１日　定例給与　　　　２４６，５００　平成　５
年　９月２２日
　３８　　平成　５年１０月２１日　定例給与　　　　２４６，５００　平成　５
年１０月２２日
　３９　　平成　５年１１月１９日　定例給与　　　　２４６，５００　平成　５
年１１月２０日
　４０　　平成　５年１２月１０日　臨時給与　　　　２５７，０００　平成　５
年１２月１１日
　４１　　平成　５年１２月２１日　定例給与　　　　２４６，５００　平成　５
年１２月２２日
　４２　　平成　６年　１月２１日　定例給与　　　　２４６，５００　平成　６
年　１月２２日
　４３　　平成　６年　２月２１日　定例給与　　　　２４６，５００　平成　６
年　２月２２日
　４４　　平成　６年　３月２１日　定例給与　　　　２４６，５００　平成　６
年　３月２２日
　４５　　平成　６年　４月２１日　定例給与　　　　２５２，１００　平成　６
年　４月２２日
　４６　　平成　６年　５月２０日　定例給与　　　　２５２，１００　平成　６
年　５月２１日
　４７　　平成　６年　６月１０日　臨時給与　　　　２６３，２００
　平成　６年　６月１１日
　４８　　平成　６年　６月２１日　定例給与　　　　２５２，１００　平成　６
年　６月２２日
　４９　　平成　６年　７月２１日　定例給与　　　　２５２，１００　平成　６
年　７月２２日
　５０　　平成　６年　８月１９日　定例給与　　　　２５２，１００　平成　６
年　８月２０日
　５１　　平成　６年　９月２１日　定例給与　　　　２５２，１００　平成　６
年　９月２２日
　５２　　平成　６年１０月２１日　定例給与　　　　２５２，１００　平成　６
年１０月２２日
　５３　　平成　６年１１月２１日　定例給与　　　　２５２，１００　平成　６
年１１月２２日
　５４　　平成　６年１２月　９日　臨時給与　　　　２６３，２００　平成　６
年１２月１０日
　５５　　平成　６年１２月２１日　定例給与　　　　２５２，１００　平成　６
年１２月２２日
　５６　　平成　７年　１月２０日　定例給与　　　　２５２，１００　平成　７
年　１月２１日
　５７　　平成　７年　２月２１日　定例給与　　　　２５２，１００　平成　７
年　２月２２日
　５８　　平成　７年　３月２１日　定例給与　　　　２５２，１００　平成　７
年　３月２２日
　５９　　平成　７年　４月２１日　定例給与　　　　２５５，４００　平成　７
年　４月２２日
　６０　　平成　７年　５月１９日　定例給与　　　　２５５，４００　平成　７
年　５月２０日
　６１　　平成　７年　６月　９日　臨時給与　　　　２６６，８００　平成　７
年　６月１０日
　６２　　平成　７年　６月２１日　定例給与　　　　２５５，４００　平成　７
年　６月２２日
　６３　　平成　７年　７月２１日　定例給与　　　　２５５，４００　平成　７
年　７月２２日
　６４　　平成　７年　８月２１日　定例給与　　　　２５５，４００　平成　７
年　８月２２日
　６５　　平成　７年　９月２１日　定例給与　　　　２５５，４００　平成　７



年　９月２２日
　６６　　平成　７年１０月２０日　定例給与　　　　２５５，４００　平成　７
年１０月２１日
　６７　　平成　７年１１月２１日　定例給与　　　　２５５，４００　平成　７
年１１月２２日
　６８　　平成　７年１２月　８日　臨時給与　　　　２６６，８００　平成　７
年１２月　９日
　６９　　平成　７年１２月２１日　定例給与　　　　２５５，４００　平成　７
年１２月２２日
　７０　　平成　８年　１月１９日　定例給
与　　　　２５５，４００　平成　８年　１月２０日
　７１　　平成　８年　６月１０日　臨時給与　　　　１５２，１４２　平成　８
年　６月１１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　１６，３７８，０４２
別紙Ｅ
Ｐ５
　番号　　　　支　　払　　日　　　支払項目　　　　賃金差額　　　　　　　損
害金起算日
　　１　　平成　３年　２月２１日　定例給与　　　　　９０，５００　平成　３
年　２月２２日
　　２　　平成　３年　３月２１日　定例給与　　　　　９０，５００　平成　３
年　３月２２日
　　３　　平成　３年　４月１９日　定例給与　　　　１２６，０００　平成　３
年　４月２０日
　　４　　平成　３年　５月２１日　定例給与　　　　１２６，０００　平成　３
年　５月２２日
　　５　　平成　３年　６月１０日　臨時給与　　　　　　　　　０　平成　３年
　６月１１日
　　６　　平成　３年　６月２１日　定例給与　　　　１２６，０００　平成　３
年　６月２２日
　　７　　平成　３年　７月１９日　定例給与　　　　１２６，０００　平成　３
年　７月２０日
　　８　　平成　３年　８月２１日　定例給与　　　　１２６，０００　平成　３
年　８月２２日
　　９　　平成　３年　９月２０日　定例給与　　　　１２６，０００　平成　３
年　９月２１日
　１０　　平成　３年１０月２１日　定例給与　　　　１２６，０００　平成　３
年１０月２２日
　１１　　平成　３年１１月２１日　定例給与　　　　１２６，０００　平成　３
年１１月２２日
　１２　　平成　３年１２月１０日　臨時給与　　　　１６７，２００　平成　３
年１２月１１日
　１３　　平成　３年１２月２０日　定例給与　　　　１２６，０００　平成　３
年１２月２１日
　１４　　平成　４年　１月２１日　定例給与　　　　１２６，０００　平成　４
年　１月２２日
　１５　　平成　４年　２月２１日　定例給与　　　　１２６，０００　平成　４
年　２月２２日
　１６　　平成　４年　３月２０日　定例給与　　　　１２６，０００　平成　４
年　３月２１日
　１７　　平成　４年　４月２１日　定例給与　　　　１６１，０００　平成　４
年　４月２２日
　１８　　平成　４年　５月２１日　定例給与　　　　１６１，０００　平成　４
年　５月２２日
　１９　　平成　４年　６月１０日　臨時給与　　　　２０５，０００　平成　４
年　６月１１日
　２０　　平成　４年　６月１９日　定
例給与　　　　１６１，０００　平成　４年　６月２０日



　２１　　平成　４年　７月２１日　定例給与　　　　１６１，０００　平成　４
年　７月２２日
　２２　　平成　４年　８月２１日　定例給与　　　　１６１，０００　平成　４
年　８月２２日
　２３　　平成　４年　９月２１日　定例給与　　　　１６１，０００　平成　４
年　９月２２日
　２４　　平成　４年１０月２１日　定例給与　　　　１６１，０００　平成　４
年１０月２２日
　２５　　平成　４年１１月２０日　定例給与　　　　１６１，０００　平成　４
年１１月２１日
　２６　　平成　４年１２月１０日　臨時給与　　　　２０５，０００　平成　４
年１２月１１日
　２７　　平成　４年１２月２１日　定例給与　　　　１６１，０００　平成　４
年１２月２２日
　２８　　平成　５年　１月２１日　定例給与　　　　１６１，０００　平成　５
年　１月２２日
　２９　　平成　５年　２月１９日　定例給与　　　　１６１，０００　平成　５
年　２月２０日
　３０　　平成　５年　３月１９日　定例給与　　　　１６１，０００　平成　５
年　３月２０日
　３１　　平成　５年　４月２１日　定例給与　　　　１６９，０００　平成　５
年　４月２２日
　３２　　平成　５年　５月２１日　定例給与　　　　１６９，０００　平成　５
年　５月２２日
　３３　　平成　５年　６月１０日　臨時給与　　　　２１５，０００　平成　５
年　６月１１日
　３４　　平成　５年　６月２１日　定例給与　　　　１６９，０００　平成　５
年　６月２２日
　３５　　平成　５年　７月２１日　定例給与　　　　１６９，０００　平成　５
年　７月２２日
　３６　　平成　５年　８月２０日　定例給与　　　　１６９，０００　平成　５
年　８月２１日
　３７　　平成　５年　９月２１日　定例給与　　　　１６９，０００　平成　５
年　９月２２日
　３８　　平成　５年１０月２１日　定例給与　　　　１６９，０００　平成　５
年１０月２２日
　３９　　平成　５年１１月１９日　定例給与　　　　１６９，０００　平成　５
年１１月２０日
　４０　　平成　５年１２月１０日　臨時給与　　　　２１５，０００　平成　５
年１２月１１日
　４１　　平成　５年１２月２１日　定例給与　　　　１６９，０００　平成　５
年１２月２２日
　４２　　平成　６年　１月２１日　定例給与　　　　１６９，０００　平成　６
年　１月２２日
　４３　　平
成　６年　２月２１日　定例給与　　　　１６９，０００　平成　６年　２月２２
日
　４４　　平成　６年　３月２１日　定例給与　　　　１６９，０００　平成　６
年　３月２２日
　４５　　平成　６年　４月２１日　定例給与　　　　１７４，１００　平成　６
年　４月２２日
　４６　　平成　６年　５月２０日　定例給与　　　　１７４，１００　平成　６
年　５月２１日
　４７　　平成　６年　６月１０日　臨時給与　　　　２２１，２００　平成　６
年　６月１１日
　４８　　平成　６年　６月２１日　定例給与　　　　１７４，１００　平成　６
年　６月２２日
　４９　　平成　６年　７月２１日　定例給与　　　　１７４，１００　平成　６



年　７月２２日
　５０　　平成　６年　８月１９日　定例給与　　　　１７４，１００　平成　６
年　８月２０日
　５１　　平成　６年　９月２１日　定例給与　　　　１７４，１００　平成　６
年　９月２２日
　５２　　平成　６年１０月２１日　定例給与　　　　１７４，１００　平成　６
年１０月２２日
　５３　　平成　６年１１月２１日　定例給与　　　　１７４，１００　平成　６
年１１月２２日
　５４　　平成　６年１２月　９日　臨時給与　　　　２２１，２００　平成　６
年１２月１０日
　５５　　平成　６年１２月２１日　定例給与　　　　１７４，１００　平成　６
年１２月２２日
　５６　　平成　７年　１月２０日　定例給与　　　　１７４，１００　平成　７
年　１月２１日
　５７　　平成　７年　２月２１日　定例給与　　　　１７４，１００　平成　７
年　２月２２日
　５８　　平成　７年　３月２１日　定例給与　　　　１７４，１００　平成　７
年　３月２２日
　５９　　平成　７年　４月２１日　定例給与　　　　１７６，９００　平成　７
年　４月２２日
　６０　　平成　７年　５月１９日　定例給与　　　　１７６，９００　平成　７
年　５月２０日
　６１　　平成　７年　６月　９日　臨時給与　　　　２２４，８００　平成　７
年　６月１０日
　６２　　平成　７年　６月２１日　定例給与　　　　１７６，９００　平成　７
年　６月２２日
　６３　　平成　７年　７月２１日　定例給与　　　　１７６，９００　平成　７
年　７月２２日
　６４　　平成　７年　８月２１日　定例給与　　　　１７６，９００　平成　７
年　８月２２日
　６５　　平成　７年　９月２１日　定例給与　　　　１７６，９００　平成　７
年
　９月２２日
　６６　　平成　７年１０月２０日　定例給与　　　　１７６，９００　平成　７
年１０月２１日
　６７　　平成　７年１１月２１日　定例給与　　　　１７６，９００　平成　７
年１１月２２日
　６８　　平成　７年１２月　８日　臨時給与　　　　２２４，８００　平成　７
年１２月　９日
　６９　　平成　７年１２月２１日　定例給与　　　　１７６，９００　平成　７
年１２月２２日
　７０　　平成　８年　１月１９日　定例給与　　　　１７６，９００　平成　８
年　１月２０日
　７１　　平成　８年　６月１０日　臨時給与　　　　１３９，３３９　平成　８
年　６月１１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　１１，５４９，７３９
別紙Ｆ
Ｐ６
　番号　　　　支　　払　　日　　　支払項目　　　　賃金差額　　　　　　　損
害金起算日
　　１　　平成　３年１２月２０日　定例給与　　　　１５１，３００　平成　３
年１２月２１日
　　２　　平成　４年　１月２１日　定例給与　　　　１５１，３００　平成　４
年　１月２２日
　　３　　平成　４年　２月２１日　定例給与　　　　１５１，３００　平成　４
年　２月２２日
　　４　　平成　４年　３月２０日　定例給与　　　　１５１，３００　平成　４



年　３月２１日
　　５　　平成　４年　４月２１日　定例給与　　　　１９５，４００　平成　４
年　４月２２日
　　６　　平成　４年　５月２１日　定例給与　　　　１９５，４００　平成　４
年　５月２２日
　　７　　平成　４年　６月１０日　臨時給与　　　　　　　　　０　平成　４年
　６月１１日
　　８　　平成　４年　６月１９日　定例給与　　　　１９５，４００　平成　４
年　６月２０日
　　９　　平成　４年　７月２１日　定例給与　　　　１９５，４００　平成　４
年　７月２２日
　１０　　平成　４年　８月２１日　定例給与　　　　１９５，４００　平成　４
年　８月２２日
　１１　　平成　４年　９月２１日　定例給与　　　　１９５，４００　平成　４
年　９月２２日
　１２　　平成　４年１０月２１日　定例給与　　　　１９５，４００　平成　４
年１０月２２日
　１３　　平成　４年１１月２０日　定例給与　　　　１９５，４００　平成　４
年１１月２１日
　１４　　平成　４年１２月１０日　臨時給与　　　　２２７，８００　平成　４
年１２月１１日
　１５　　平成　４年１２月２１日　定例給与　　　　１９５，４００　平成　
４年１２月２２日
　１６　　平成　５年　１月２１日　定例給与　　　　１９５，４００　平成　５
年　１月２２日
　１７　　平成　５年　２月１９日　定例給与　　　　１９５，４００　平成　５
年　２月２０日
　１８　　平成　５年　３月１９日　定例給与　　　　１９５，４００　平成　５
年　３月２０日
　１９　　平成　５年　４月２１日　定例給与　　　　２０５，２００　平成　５
年　４月２２日
　２０　　平成　５年　５月２１日　定例給与　　　　２０５，２００　平成　５
年　５月２２日
　２１　　平成　５年　６月１０日　臨時給与　　　　２３９，４００　平成　５
年　６月１１日
　２２　　平成　５年　６月２１日　定例給与　　　　２０５，２００　平成　５
年　６月２２日
　２３　　平成　５年　７月２１日　定例給与　　　　２０５，２００　平成　５
年　７月２２日
　２４　　平成　５年　８月２０日　定例給与　　　　２０５，２００　平成　５
年　８月２１日
　２５　　平成　５年　９月２１日　定例給与　　　　２０５，２００　平成　５
年　９月２２日
　２６　　平成　５年１０月２１日　定例給与　　　　２０５，２００　平成　５
年１０月２２日
　２７　　平成　５年１１月１９日　定例給与　　　　２０５，２００　平成　５
年１１月２０日
　２８　　平成　５年１２月１０日　臨時給与　　　　２３９，４００　平成　５
年１２月１１日
　２９　　平成　５年１２月２１日　定例給与　　　　２０５，２００　平成　５
年１２月２２日
　３０　　平成　６年　１月２１日　定例給与　　　　２０５，２００　平成　６
年　１月２２日
　３１　　平成　６年　２月２１日　定例給与　　　　２０５，２００　平成　６
年　２月２２日
　３２　　平成　６年　３月２１日　定例給与　　　　２０５，２００　平成　６
年　３月２２日
　３３　　平成　６年　４月２１日　定例給与　　　　２１０，３００　平成　６



年　４月２２日
　３４　　平成　６年　５月２０日　定例給与　　　　２１０，３００　平成　６
年　５月２１日
　３５　　平成　６年　６月１０日　臨時給与　　　　２４５，６００　平成　６
年　６月１１日
　３６　　平成　６年　６月２１日　定例給与　　　　２１０，３００　平成　６
年　６月２２日
　３７　　平成　６年　７月２１日　定例給与　　　　２１０，３００　平成　６
年　７月２２日
　３８　　平成　６年　８月１９日　定例給与　　　
　２１０，３００　平成　６年　８月２０日
　３９　　平成　６年　９月２１日　定例給与　　　　２１０，３００　平成　６
年　９月２２日
　４０　　平成　６年１０月２１日　定例給与　　　　２１０，３００　平成　６
年１０月２２日
　４１　　平成　６年１１月２１日　定例給与　　　　２１０，３００　平成　６
年１１月２２日
　４２　　平成　６年１２月　９日　臨時給与　　　　２４５，６００　平成　６
年１２月１０日
　４３　　平成　６年１２月２１日　定例給与　　　　２１０，３００　平成　６
年１２月２２日
　４４　　平成　７年　１月２０日　定例給与　　　　２１０，３００　平成　７
年　１月２１日
　４５　　平成　７年　２月２１日　定例給与　　　　２１０，３００　平成　７
年　２月２２日
　４６　　平成　７年　３月２１日　定例給与　　　　２１０，３００　平成　７
年　３月２２日
　４７　　平成　７年　４月２１日　定例給与　　　　２１３，１００　平成　７
年　４月２２日
　４８　　平成　７年　５月１９日　定例給与　　　　２１３，１００　平成　７
年　５月２０日
　４９　　平成　７年　６月　９日　臨時給与　　　　２４９，２００　平成　７
年　６月１０日
　５０　　平成　７年　６月２１日　定例給与　　　　２１３，１００　平成　７
年　６月２２日
　５１　　平成　７年　７月２１日　定例給与　　　　２１３，１００　平成　７
年　７月２２日
　５２　　平成　７年　８月２１日　定例給与　　　　２１３，１００　平成　７
年　８月２２日
　５３　　平成　７年　９月２１日　定例給与　　　　２１３，１００　平成　７
年　９月２２日
　５４　　平成　７年１０月２０日　定例給与　　　　２１３，１００　平成　７
年１０月２１日
　５５　　平成　７年１１月２１日　定例給与　　　　２１３，１００　平成　７
年１１月２２日
　５６　　平成　７年１２月　８日　臨時給与　　　　２４９，２００　平成　７
年１２月　９日
　５７　　平成　７年１２月２１日　定例給与　　　　２１３，１００　平成　７
年１２月２２日
　５８　　平成　８年　１月１９日　定例給与　　　　２１３，１００　平成　８
年　１月２０日
　５９　　平成　８年　２月２１日　定例給与　　　　２１３，１００　平成　８
年　２月２２日
　６０　　平成　８年　３月２１日　定例給与　　　　２１３，１００　平成　８
年　３月２２日
　６１　　平成　８年　４
月１９日　定例給与　　　　２１４，５００　平成　８年　４月２０日
　６２　　平成　８年　５月２１日　定例給与　　　　２１４，５００　平成　８



年　５月２２日
　６３　　平成　８年　６月１０日　臨時給与　　　　２５２，０００　平成　８
年　６月１１日
　６４　　平成　８年　６月２１日　定例給与　　　　２１４，５００　平成　８
年　６月２２日
　６５　　平成　８年　７月１９日　定例給与　　　　２１４，５００　平成　８
年　７月２０日
　６６　　平成　８年　８月２１日　定例給与　　　　２１４，５００　平成　８
年　８月２２日
　６７　　平成　８年　９月２０日　定例給与　　　　２１４，５００　平成　８
年　９月２１日
　６８　　平成　８年１０月２１日　定例給与　　　　２１４，５００　平成　８
年１０月２２日
　６９　　平成　８年１１月２１日　定例給与　　　　２１４，５００　平成　８
年１１月２２日
　７０　　平成　８年１２月１０日　臨時給与　　　　２５２，０００　平成　８
年１２月１１日
　７１　　平成　９年　６月１０日　臨時給与　　　　　６３，０００　平成　９
年　６月１１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　１４，４７２，４００


